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（議会） 

１９ 

議 会 

 

１. 議会の構成等 

（１）議会構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）議員定数 

条例定数３４人（平成２２年３月２９日改正、平成２３年の一般選挙から適用。） 

 

（３）常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の状況（地方自治法第１０９条関係） 

１）常任委員会及び議会運営委員会 

委員会名 定数 所  管  事  項 

総    務 ９ 
総合政策部、総務部、財政部、市民部、出納室、監査委員及び選挙管理委

員会の所管に属する事項並びに他の委員会の所管に属さない事項 

経    済 ８ 
環境部、観光スポーツ文化部、産業振興部、農林水産振興部、ボートレー

ス企業局及び農業委員会の所管に属する事項 

文教厚生 ９ 福祉部、こども未来部、保健部及び教育委員会の所管に属する事項 

建設消防 ８ 建設部、都市整備部、港湾局、上下水道局及び消防局の所管に属する事項 

議会運営 ９ 
議会の運営に関する事項、議会の会議規則、委員会に関する条例等に関す

る事項及び議長の諮問に関する事項の調査、並びに議案、陳情等の審査 

※ 任期はいずれも１年 

 

常任委員会

議　会

特別委員会

協議の場 議会広報部会　※各会派より1名

議会災害対策会議

その他の会議 全員協議会

各会派会長会議

議会運営委員会（定数9人）

総務委員会　　（定数 9人）

経済委員会　　（定数 8人）

文教厚生委員会（定数 9人）

建設消防委員会（定数 8人）



（議会） 

２０ 

２）特別委員会（令和４年における設置状況） 

特別委員会名 定数 所 管 事 項（設 置 目 的） 

議員定数等調査 １０ 

人口減少の進行や、これまで議会改革に不断に取り組んできた現

状を踏まえ、議員定数の適正化と議会運営等の検証・調査を行い、

もって本市議会のさらなる活性化、開かれた議会に資することを

目的とする。 

※ 設置期間 令和 3年 6月 30日～令和 4年 3月 28日 

特別委員会名 定数 所 管 事 項（設 置 目 的） 

市出資法人調査 ９ 

地方自治法第２２１条第３項に規定する法人の経営状況の調査を

行い、もって当該法人の設立目的に沿った運営の確立に資するこ

とを目的とする。（平成１３年以降、平成３０年と令和３年を除き

毎年設置されている。） 

※ 設置期間 令和 4年 6月 23日～令和 4年 12月 2日 

特別委員会名 定数 所 管 事 項（設 置 目 的） 

一般・特別会計 

決算審査 
９ 

地方自治法第９６条第１項第３号に規定する決算の認定に関し、

一般・特別会計の決算審査を行うことを目的とする。（企業会計決

算は所管の常任委員会での審査） 

※ 設置期間 令和 4年 8月 29日～令和 4年 9月 22日   

（４）協議又は調整を行うための場（地方自治法第１００条第１２項関係） 

１）議会広報部会 

組織 所 管 事 項 

各会派より１名 
議会の広報紙の編集及び発行、議会のホームページ、議員研修、

その他議会広報に関する事項 

※ 任期は１年 

２）議会災害対策会議 

組織 所 管 事 項 

議長、副議長、議会運営

委員会委員長及び各会派

において選出した議員 

（１）議員の安否、居所、連絡手段等の掌握に関すること。 

（２）議員の招集に関すること。 

（３）下関市災害対策本部（以下「市本部」という。）からの情報

の収集及び議員への情報の提供に関すること。 

（４）議員等からの情報の収集及び整理並びに市本部への情報の

提供に関すること。 

（５）国、県その他の関係機関に対する要望等に関すること。 

（６）市本部からの依頼事項の実行に関すること。 

（７）その他議長が必要と認める事項 

※ 下関市議会業務継続計画（ＢＣＰ）の発動要件に該当する災害が発生した場合に設置 



（議会） 

２１ 

２. 議会運営 

（１）定例会の招集回数及び時期 

定例会は、毎年４回とし、原則として３月、６月、９月及び１２月に招集される。 

 

（２）予算の審査方法 

一般会計の歳入は総務委員会に付託、一般会計の歳出は所管の常任委員会に分割付託、他会計

（特別会計・企業会計）は所管の常任委員会に付託を行い審査している。なお、一般会計の補正

において、当該歳出予算の内容が一常任委員会に属するもののみの場合においては、歳入予算に

ついても当該常任委員会に付託を行い審査している。 

 

（３）決算の審査方法 

一般・特別会計は特別委員会を設置し付託、企業会計は所管の常任委員会に付託を行い審査し

ている。なお、一般・特別会計決算審査特別委員会の構成については、各会派に対し、按分によ

り委員数を割り当て、選出している。 

 

（４）一般質問及び代表質問について 

一般質問は個人質問制で代表質問制はとっていない。ただし、３月定例会においては新年度の

市長施政方針に対する会派代表制による代表質問と、新年度予算案に対する個人質問を行ってい

る。 

一般質問及び個人質問は一問一答方式で、質問者は質問席で、すべての質問を行っている。 

代表質問では、初回は演壇にて一括質問・一括答弁、２回目以降は質問席にて一問一答方式で

行っている。 

一般質問の持ち時間は答弁を含め１人５０分以内、個人質問の持ち時間は答弁を含め１人４０

分以内としている。 

代表質問の持ち時間は答弁を含め２０分×会派人数（ただし６人目からは１人１０分）として

いる。なお、割り当てられた時間の範囲内で関連質問（人数制限なし、一問一答方式）を行うこ

とができることとしている。  

 

（５）質疑について 

発言通告制はとっておらず、発言順位は挙手の順としている。また、質疑時間の制限は行わず、

回数は３回までとし、すべて自席で行っている。 



（議会） 

２２ 

３. 議会の活動状況（令和４年） 

（１）本会議開催日程 

第１回定例会  ３月 ２日～ ３月２８日 第１回臨時会   １月２４日～ １月２５日 

第２回定例会  ６月 ７日～ ６月２３日 第２回臨時会   ５月１１日～ ５月１３日 

第３回定例会  ８月２９日～ ９月２２日 第３回臨時会   ７月１２日～ ７月１４日 

第４回定例会 １２月 ２日～１２月１９日 第４回臨時会 １１月  ２日 

 

（２）本会議及び常任・特別委員会日程（定例会・臨時会） ※閉会中を除く 

 

 

◇ 第１回臨時会 ◇ 第2回臨時会
・提案説明/質疑 ・提案説明/質疑

1 月 ・委員会付託 5 月 ・委員会付託

・総務委員会 ・総務委員会

・文教厚生委員会 ・建設消防委員会

25 火 12 木 ・経済委員会

※議案配付　1月17日　　※議会運営委員会　1月19日 13 金

※議案配付　5月2日　　※議会運営委員会　5月6日

○ 第１回定例会
〔補正予算・一般議案〕 ○ 第２回定例会
・提案説明/質疑/委員会付託

3 月 〔新年度予算〕 6 月

・市長施政方針/提案説明

3 木 ・自宅審査

4 金

5 土 10 金

6 日 11 土

・代表質問 12 日

　1.創世下関

14 火 ・整理日

9 水 ・個人質問

10 木 （中学校卒業式） 17 金

11 金 ・個人質問 18 土

12 土 19 日

13 日

14 月 ・個人質問

18 金 （小学校卒業式）

19 土

20 日

21 月 （春分の日） ※議案配付　5月31日　　※議会運営委員会　6月3日

◇ 第３回臨時会
23 水 ・文教厚生委員会 ・提案説明/質疑

24 木 （委員会開催なし） 7 月 ・委員会付託

25 金 ・整理日 ・文教厚生委員会

26 土 ・建設消防委員会

27 日 ・総務委員会

・各常任委員長審査結果報告

14 水

※議案配布　2月22日　　※議会運営委員会　2月25日 ※議案配付　7月5日　　※議会運営委員会　7月8日

・経済委員会

　5.日本共産党下関市議団
本　会　議

・総務委員会

火7

・経済委員会

・文教厚生委員会

2 水

24 月

本　会　議

・経済委員会

・総務委員会

本　会　議

22

16

17 木

常任委員会

・各常任委員長審査結果報告本　会　議

・提案説明/質疑/委員会付託

・代表質問

本　会　議15 火 常任委員会

休　　　会

・各常任委員長審査結果報告

・建設消防委員会

・文教厚生委員会

13

　3.志誠会

本　会　議

常任委員会

本　会　議

・経済委員会

常任委員会

本　会　議 ・各常任委員長審査結果報告

常任委員会

本　会　議

休　　　会

火

常任委員会

常任委員会

9 木 常任委員会

月

水

・文教厚生委員会

本　会　議

休　　　会

本　会　議

本　会　議

　2.みらい下関

11 水

8 水

12 火

23 木

15 水

月7

火8

休　　　会

本　会　議

本　会　議

常任委員会

休　　　会

休　　　会

常任委員会

常任委員会

常任委員会

・総務委員会

・建設消防委員会

・建設消防委員会

休　　　会

・一般質問

本　会　議 ・一般質問

本　会　議

　4.公明党市議団

20 月 本　会　議

・一般質問

・文教厚生委員会

22 水

常任委員会水

本　会　議

13

常任委員会

本　会　議

・各常任委員長審査結果報告

・市出資法人調査特別委員会
　設置

特別委員会
・市出資法人調査特別委員会
　正副委員長の互選

・建設消防委員会

常任委員会

・経済委員会

休　　　会

本　会　議28 月
・議員定数等調査特別委員会調査結果報告

16 木

火21

常任・議運・広報 ・正副委員長（部会長）の互選

休　　　会

・一般質問

・一般質問



（議会） 

２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第３回定例会 ○ 第４回定例会
・提案説明/質疑/委員会付託

8 月 ・一般･特別会計決算審査特 12 月

　別委員会設置

3 土

4 日

・文教厚生委員会

9 月

3 土 　 9 金 ・整理日

4 日 10 土

11 日

・文教厚生委員会

9 金 ・整理日

10 土

11 日

16 金

17 土

13 火 ・整理日 18 日

※議案配付　11月25日　　※議会運営委員会　11月28日

17 土

18 日

19 月 （敬老の日）

※議案配付　8月22日　　※議会運営委員会　8月25日

◇ 第４回臨時会

※議会運営委員会　11月2日

・各常任委員長審査結果報告

・一般･特別会計決算審査特

　別委員会調査結果報告

・一般・特別会計決算審査

・一般質問

・一般質問

・一般・特別会計決算審査

本　会　議15

月

22 木 本　会　議

本　会　議

本　会　議

12 月 特別委員会

休　　　会

1

本　会　議

特別委員会

木

2 金 常任委員会
・建設消防委員会(企業会計決算審査)

常任委員会木

火

7

6 火 常任委員会

休　　　会

13

常任委員会

特別委員会

・一般質問

木

特別委員会

・総務委員会

休　　　会

・建設消防委員会

・総務委員会

休　　　会

・経済委員会

・建設消防委員会

・経済委員会

・文教厚生委員会

・建設消防委員会

常任委員会

水

月

水

・経済委員会(企業会計決算審査)

月

・一般質問

本　会　議

木

常任委員会

本　会　議

本　会　議

・一般質問

・各常任委員長審査結果報告

・一般質問

本　会　議

・一般質問

・一般・特別会計決算審査

・一般･特別会計決算審査特

　別委員会正副委員長の互選

31

5

14 水

29

15

14

8

特別委員会

・一般・特別会計決算審査

休　　　会

本　会　議 19

30 常任委員会

8 木

7

火

水

6 火

休　　　会

5

水

・文教厚生委員会(企業会計決算審査)

20 火 本　会　議 ・一般質問

16 金

休　　　会

休　　　会

21 水 本　会　議 ・一般質問

月

水 ・提案説明/質疑/表決

・文教厚生委員会

11 月

休　　　会

休　　　会

休　　　会

2

2 金 本　会　議

・提案説明/質疑/委員会付託

・市出資法人調査特別委員会

　調査結果報告

常任委員会

12 月

本　会　議

常任委員会

・総務委員会



（議会） 

２４ 

(３）議決事件数（議案・諮問・請願等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）意見書・決議   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）議員及び委員会提出議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

条　例 予　算 決　算
96条第1項

4号～14号
専決処分 その他 請　願 計

     79      46      18      24     167

(3) (2) (5)

認　定      21      21
承　認       3       3
同　意       8       8

容認妥当       1       1
採　択       1       1
不採択       1       1

継続審査       -
取り下げ       -
審議未了       -
撤　回       -
棄却が妥当

     79      46      21      18       3      33       2     202
(3) (2) (5)

否　決

計

可  決

      -

結　果

否　決

可　決

可　決

第２回定例会
市出資法人調査特別委員会の設置につ
いて

令和4年6月23日

第４回定例会
下関市議会の個人情報の保護に関する
条例

令和4年12月19日

第２回臨時会

区　　分 議決年月日

令和4年5月13日

件　　　　　　名

下関市議会議員定数条例の一部を改正
する条例

決　議 第１号

意見書 第１号

意見書 第２号

意見書 第３号

意見書 第４号

国民の祝日「海の日」の７月２０日へ
の固定化を求める意見書

(第1回定例会)R4.3.28可決

オンライン本会議の実現に必要となる
地方自治法改正を求める意見書

(第3回定例会)R4.9.22可決

不登校児童生徒に対して多様な学習機
会の確保のための経済的支援制度の確
立を求める意見書

(第4回定例会)R4.12.19可決

(第1回定例会)R4.3.2可決
ロシアのウクライナ侵略に抗議する決
議

シルバー人材センターに対する支援を
求める意見書

(第1回定例会)R4.3.28可決



（議会） 

２５ 

（４）委員会開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）参考人招致の事例 

 

 

 

会期中 閉会中 計

10 0 10

11 1 12

13 0 13

12 0 12

46 1 47

14 8 22

6 0 6

1 7 8

6 0 6

13 7 20

協議の場 6 11 17

79 27 106

※　管外行政視察日数は除く

常任委員会

委　員　会　開　催　回　数

総　　　　　務

委　　員　　会　　名

文　教　厚　生

小　　　　　計

市出資法人調査

小　　　　　計

経　　　　　済

議員定数等調査

議　会　運　営　委　員　会

建　設　消　防

特別委員会

議　会　広　報

一般・特別会計決算審査

合　　　　　　　計

委員会名 年月日 人数

市出資法人
調査特別

R4.7.22 8

市出資法人
調査特別

R4.7.29 6

市出資法人
調査特別

R4.8.2 17

市出資法人
調査特別

R4.9.28 3

市出資法人
調査特別

R4.10.17 7法人の経営状況を説明する書類の調査について

法人の経営状況を説明する書類の調査について

件　　　　　　名

法人の経営状況を説明する書類の調査について

法人の経営状況を説明する書類の調査について

法人の経営状況を説明する書類の調査について



（議会） 

２６ 

４. 条例で定める議決事件等、専決処分事項の指定 

（１）地方自治法第９６条第１項第５号及び第８号関係 

１）議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（抜粋） 

①予定価格１億５,０００万円以上の工事又は製造の請負。 

②予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については

１件５,０００平方メートル以上のものに係るものに限る）又は不動産の信託の受益権の買入

れ若しくは売払い。 

 

（２）地方自治法第９６条第２項関係 

１）地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例（抜粋） 

①市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本的な構想と基本計画とで構成さ

れる計画の策定、変更又は廃止に関すること。 

②市民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。 

③姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。 

④定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事務次官通知）

に基づく定住自立圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。 

⑤連携中枢都市圏構想推進要綱(平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務省自治行政

局長通知)に基づく連携中枢都市圏形成方針の策定、変更又は廃止に関すること。 

※この他にも、議会の議決すべき事件については、「下関市名誉市民条例」の第２条において

「名誉市民は、市長が市議会の同意を得て選定する。」と規定されている。 

 

（３）地方自治法第１８０条第１項関係 

１）市長の専決処分事項に関する条例（抜粋）  

①１件１００万円（交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律

第９７号）の規定の適用を受ける保険金額の最高額）以下の法律上市の義務に属する損害賠

償の額を定めること。 

②家賃滞納者に対する市営住宅(改良住宅、特定公共賃貸住宅及び高齢者向け公共賃貸住宅を含

む)の明渡し及び滞納家賃等の支払いの請求並びに不法占拠者に対する市営住宅の明渡し及

び損害金の支払いの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。 

③その目的の価額が１件１００万円以下の訴え（財産権上の請求でない請求に係る訴え及び財

産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なもの並びに前号

に定める訴えを除く。）の提起に関すること。 

④その目的の価額が１件１００万円以下の和解及び調停（費用負担を伴わない和解及び調停を

含み、市が提起した訴え（前号に定める訴えを除く。）についてする訴訟上の和解並びに第２

号に定める和解及び調停を除く。）に関すること。 

⑤議会の議決を経て締結した工事又は製造の請負契約について、議決を経た契約金額の１０分

の１の額（その額が１,５００万円を超えるときは、１,５００万円）以内の金額に係る変更

契約（契約金額以外の議決項目をあわせて変更する契約を除く）の締結をすること。 

 



（議会） 

２７ 

５. 下関市議会基本条例 

本市議会が取り組んできた議会改革をさらに進化させ、住民自治の時代にふさわしい地方議会の

あり方を探り、市民に開かれた議会、市民とともに歩む議会を確立するため、議会基本条例の立案を

目指すことを目的に「議会基本条例立案に関する調査特別委員会」を平成２３年３月２８日に設置し

た。 

同年６月から、ほぼ委員のみで毎月委員会を開催して協議を重ね、条例素案を基にパブリックコ

メントや市民説明会での意見を取り入れ、平成２４年第１回定例会（３月５日）において賛成多数で

可決、４月１日から施行した。 

本条例の制定に伴い、平成２４年４月から以下のことを実施することとした。  

 

（１）委員会の原則公開  

市民に開かれた議会運営を行うため、地方自治法で公開が定められた本会議に加え、平成２４

年４月より、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会も原則として公開することとした。 

具体的には、以下のとおり。  

・委員会室での直接傍聴を可能とする（※各委員会室で８名まで）  

・委員会のインターネットによるライブ、録画中継配信を開始。 

※本会議については、平成１３年６月定例会の一般質問を試験的にライブ中継し、同年９月

定例会から本会議のライブ中継及び録画中継を実施している。 

・本会議及び委員会に係るインターネット中継のアクセス状況 

 ライブ中継 録画中継 

令和４年 ３８，４９９件 １５，０７０件 

 

 

（２）議会広報の充実  

市報「しものせき」に掲載している「議会からのお知らせ」に加え、議員自らが執筆し、議会

広報部会の編集により、一般質問や代表質問などの記事を掲載した「しものせき議会だより」を

市報に挟み込む形で６月・９月・１２月・３月の年４回発行している。 

 

 

 

 



（議会） 

２８ 

（３）市民と議会のつどいの実施  

市政のいろいろな課題に柔軟に対応するため、市政全般にわたって、議員と市民が情報や意見

を交換できるよう市民と議会のつどいを平成２４年から行っている。 

平成３０年は従来の方法から、試行的に、各常任委員会で開催する方法に変更するとともに、

開催内容を「委員会の活動方針」に即した各種団体との意見交換とすることとした。 

また、令和４年度は、議会運営委員会が選挙啓発サポーターを中心とした市内大学生と、ワー

クショップ形式で開催した。 

※令和２、３年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から開催を見送った 

（令和４年） 

委員会名 開催日時・場所 相手方 テーマ 
参加 
人数 

議会運営
委員会 

令和 4年 8月 10日  
13時 30分～16時 30分 
市議会本会議場、 
第１・第２委員会室、 
執行部控室 

下関市立大学生（選
挙啓発サポーター）、
東亜大学生 

①１０代、２０代の若年層に対
し、選挙の投票率を向上させ
る取組 
②若者層に対する人口増加
及び定住を促進させる取組 
③下関市を活性化する取組 

１０人 
 

 

（令和元年） 

委員会名 開催日時・場所 相手方 テーマ 
参加 
人数 

総  務 
令和元年 10月 28日  
14時 00分～15時 50分 
市議会全員協議会室 

17地区のまちづくり協
議会 

まちづくり交付金の使い方 １８人 

経  済 

令和元年 10月 28日 
18時 00分～19時 40分 
下関商工会議所 3階会
議室 

（一）下関観光コンベ
ンション協会、長府観
光協会、吉田観光協
会、下関商店街連合
会、サンデン交通株
式会社、下関タクシー
協会、下関個人タクシ
ー協同組合  

交流人口の拡大及び商店街
の活性化に向けた取り組みに
ついて 

１２人 

文教厚生 
令和元年 10月 29日 
10時 00分～12時 00分 
市議会全員協議会室 

「子どもの居場所」に
係る関係 10団体（10
名） 

「子どもの居場所について －
今、こどもにとって何が必要な
のか、何が求められているの
か。」 

9人 

建設消防 
令和元年 7月 29日 
18時 30分～20時 00分 
市議会全員協議会室 

(公社)山口県不動産
鑑定士協会、(一)山
口県宅建協会下関支
部、(一)山口県建築
士協会下関支部、山
口県司法書士下関支
部、(一)空地・空家ゼ
ロネットワーク、下関
市連合自治会  

中心市街地の住環境整備に
ついて 

１２人 



（議会） 

２９ 

（平成３０年） 

委員会名 開催日時・場所 相手方 テーマ 
参加 
人数 

総  務 
平成 30年 8月 20日  
13時 00分～14時 30分 
市議会全員協議会室 

17地区のまちづくり協
議会 

住民自治によるまちづくりの
仕組み 

３３人 

経  済 

平成 30年 10月 15日 
18時 00分～19時 50分 
下関商工会議所 3階会
議室 

（一）下関観光コンベ
ンション協会、長府観
光協会、吉田観光協
会、下関商店街連合
会、下関タクシー協会 

・交流人口の拡大及び商工業
の振興 
・下関おもてなしタクシー認定
制度の利活用及び商店街の
活性化に向けた取り組み 

9人 

文教厚生 
平成 30年 7月 20日 
19時 00分～20時 30分 
市議会全員協議会室 

地域包括ケア関係 12
団体 

地域包括ケア ２０人 

建設消防 
平成 30年 6月 28日 
18時 30分～20時 10分 
市議会全員協議会室 

下関青年会議所、下
関商工会議所青年部 

下関港ウオーターフロント開
発及び新港地区整備 

２０人 

 

（平成２９年以前） 

開 催 年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 平成 29年 

開 催 日 ３日 ３日 ３日 ４日 ３日 ３日 

会  場 ４会場 ３会場 ５会場 ４会場 ３会場 ４会場 

参加人数 約 320人 116人 176人 163人 146人 130人 

※広く市民の参加を募り、議員が一堂に会して市政全般について意見交換 

 

このほか、平成 28年 7月 13日に市立下関商業高等学校にて「下関市議会 in下商」を開催した。 

対象は３年生全員で 198人が参加した。



（議会） 

３０ 

（４）委員会の活動方針（取り組むべき課題） 

常任委員会と議会運営委員会では、その担当する事務について積極的に調査研究等を行うため、

平成２４年４月１日に施行された「議会基本条例」の規定に基づき、年度初めにその所管する事

務について、重要と考えるテーマを決定し、積極的に調査研究などを行う活動方針を定め、十分

な検討を行なうこととしている。 

 

 

総務委員会 経済委員会 文教厚生委員会 建設消防委員会 議会運営委員会 

平
成
31
年
／
令
和
元
年 

①財政健全化・行財政
改革 
②住民自治によるま
ちづくり 
③下関市まち・ひと・
しごと創生総合戦略 
④入札・契約制度改革 
⑤防災・減災対策 

①交流人口の拡大 
②地域産業の振興 
③ボートレース事業
の推進 

①発達障害 
②こどもの貧困 
③地域医療構想 
④学校の情報化戦略
（学校の ICT化、情報
教育） 

①住環境の整備 
②下関市総合交通戦
略 
③下関港ウォーター
フロント開発及び新
港地区整備 
④新総合体育館整備
事業 
⑤救急消防業務の高
度化の推進 
⑥上下水道施設の改
修更新 

①議会運営に関連す
る調査・研究 
②情報端末の執行部
との連携を含めた活
用の充実 
③市民と議会のつど
いの更なる充実 
④大規模災害発生時
の下関市議会業務継
続計画（BCP）に基づ
く議会の活動の検証 

令
和
２
年 

①財政健全化・行財政
改革 
②住民自治によるま
ちづくり 
③下関市まち・ひと・
しごと創生総合戦略 
④入札・契約制度改革 
⑤防災・減災対策 

①交流人口の拡大 
②地域産業の振興 
③くじらの街 日本
一の推進 

①「子ども」 
②地域医療 

①地域公共交通再編
②新総合体育館整備 
③あるかぽーと地区
開発及び新港地区整
備 
④住環境の整備 
⑤救急消防業務の高
度化の推進 
⑥上下水道施設の改
修更新 

①議会運営に関連す
る調査・研究 
②情報端末活用の更
なる充実 
③市民と議会のつど
いの更なる充実 
④大規模災害発生時
の下関市議会業務継
続計画（BCP）に基づ
く議会の活動の検証 

令
和
３
年 

①財政健全化・行財政
改革 
②住民自治によるま
ちづくり 
③下関市まち・ひと・
しごと創生総合戦略 
④入札・契約制度改革 
⑤防災・減災対策 
⑥公立大学法人管理
運営業務 

①交流人口の拡大 
②地域産業の振興 
③くじらの街 日本
一の推進 

①認知症施策 
②子育て支援 
③学校のＩＣＴ化 

①住環境の整備 
②都市計画マスター
プランの改訂 
③安岡地区複合施設
整備 
④下関港ウォーター
フロント開発及び新
港地区の整備と利用
促進 
⑤救急消防業務の高
度化の推進及び消防
団の充実強化等 
⑥上下水道施設の改
修更新 

①議会運営に関連す
る調査・研究 
②情報端末活用の更
なる充実 
③市民と議会のつど
いの更なる充実 
④大規模災害発生時
の下関市議会業務継
続計画（BCP）に基づ
く議会の活動の検証 

令
和
４
年 

①財政健全化・行財政
改革 
②マイナンバーカー
ドの普及及び利活用 
③デジタル社会の構
築 
④防災・減災対策 
⑤下関市立大学総合
大学化推進業務 
⑥選挙啓発業務 

①交流人口の拡大 
②地域産業の振興 

 
①介護・フレイル予防 
②介護人材の確保 
③待機児童対策・保育
士等の処遇改善 
④学校のＩＣＴ化 

①住環境の整備 
②市街地の整備 
③安岡地区複合施設
整備 
④新総合体育館整備
事業 
⑤下関港ウォーター
フロント開発及び新
港地区の整備と利用
促進 
⑥救急消防業務の高
度化の推進及び消防
団の充実強化等 
⑦上下水道施設の改
修更新 

①議会運営に関連す
る調査・研究 
②情報端末の活用の
更なる充実 
③市民と議会のつど
いの更なる充実 
④大規模災害発生時
の下関市議会業務継
続計画（ＢＣＰ）に基
づく議会の活動の検
証 



（議会） 

３１ 

（５）議員研修会の開催  

議員の政策立案能力などの資質向上のため、年１回以上の議員研修会を実施することとした。  

開催日 講 師 演 題 

平成 24年 7月 24 日 日本銀行下関支店長 水野 正幸氏 経済、金融政策の現状と展望 

平成 25年 8月 8日 下関商工会議所会頭 川上 康男氏 「役に立つ商工会議所」を目指して 

平成 26年 7月 22 日 
(公財)下関海洋科学アカデミー 

鯨類研究室長   石川 創氏 

下関と鯨の歴史 

～最近の話題を中心に～ 

平成 27年 7月 24 日 

東京大学 教授 

アジア生物資源環境研究センター長 

堀 繁氏 

人が訪れたくなる商店街 

～商店街活性化プランの勘どころ～ 

平成 28年 8月 8 日 
関西学院大学大学院 

経営戦略研究科教授 石原 俊彦氏 

新地方公会計の導入と下関市議会の役割 

－会計情報を市政のガバナンスに活かす－ 

平成 29年 8月 2 日 
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

          原田 宗彦氏 

まちづくり手法としての 

スポーツ都市戦略 

平成 30年 7月 26 日 
跡見学園女子大学教授 

鍵 屋 一氏 

自治体の防災対策と災害時における 

議会、議員の役割 

令和元年 8月 2 日 

➀(株)ザメディアジョン・リージョナル 

代表取締役 北尾 洋二 氏 

②(株)レストレーション 

代表取締役 森脇  暉 氏 

①「商店街はオワコン」なのか？～下関にお

ける商店街の現状とこれからの在り方 

②パッションとクラウドファンディンで 

まちづくり 

令和 2年 10月 26 日 
(株)Blanket 代表   

秋本 可愛氏 

介護人材の現状と行政に求める対応 

※Ｚｏｏｍ（オンライン）を利用した講演形式

で実施 

令和 3年 10月 25 日 
北海道大学大学院 農学研究院教授 

野 口 伸氏 
下関市におけるスマート農業の役割 

令和 4年 8月 12 日 
岡山大学教育推進機構 准教授 

         中山 芳一氏  

「非認知能力～ 

未来を生き抜く力～」 

 

（６）下関市議会業務継続計画（ＢＣＰ）の策定  

平成３０年６月定例会最終日において、大規模災害等の緊急の事態が発生した際の、市議会の

対応について必要な事項等の調査を行い、もって被害の拡大防止及び議会機能の早期回復を図る

ことを目的に、下関市議会業務継続計画（ＢＣＰ）調査特別委員会を設置した。 

本特別委員会では、議員研修会（演題：「自治体の防災対策と災害時における議会、議員の役

割」、講師：跡見学園女子大学 鍵屋一教授）や、既に議会ＢＣＰを策定している７自治体の計画

を研究し、うち２自治体に視察を行い、調査内容を踏まえて計画の素案を作成した。 

平成３０年１２月定例会の初日に委員長から調査結果報告を行い、その後、議長決裁により下

関市議会業務継続計画（ＢＣＰ）を策定した。 



（議会） 
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※業務継続計画（ＢＣＰ） 

  災害時には、人、物、情報などが平常時と異なり、利用できる資源に制約が生じた状況

下で、優先的に実施すべき業務を特定し、業務の執行体制や対応手順、業務継続に必要な

資源の調達方法などをあらかじめ定めておくことによって、大規模災害などの緊急事態に

遭遇した場合においても、適切な業務執行を行うことを目的とした計画のこと。 

 

６. 下関市議員政治倫理条例 

下関市議会基本条例の制定に合わせて、同条例第１９条第２項の規定に基づき、議員の政治倫理の

確立を図り、市民に信頼される公正で開かれた民主的な市政の運営に貢献することを目的として、議

員が果たさなければならない最低限の責務について規定している。また、議員が遵守事項に違反して

いる疑いがあると認められる場合、市民や他の議員が調査を請求できる手続きも規定している。（平

成２４年第１回定例会において３月５日可決、同年４月１日施行。） 

また、平成２７年には、市との契約に関して制限を受ける親族等の範囲を拡げるとともに、その制

限を自粛から辞退にと、より厳しい内容に変更することとした。（平成３１年改選から） 

 

７. 下関市スポーツ振興のまちづくり基本条例 

同条例は、スポーツ振興による健康で活力あるまちづくりについて、基本理念を定めるとともに、

市の責務並びに市民及びスポーツ活動を行うものの役割を明らかにし、もって本市の健全な発展及び

豊かで安心できる市民生活の実現に寄与することを目的としている。（平成２２年第１回定例会にお

いて３月２６日可決、同年４月１日施行。） 

※会派を超えた有志議員７名から成る「まちづくり議員フォーラム」のメンバーにより、当該条例

に関する調査、研究がなされ、議員提案によって制定された条例である。 

８. 議会運営の効率化に向けた取り組み 

（１）電子表決システム  

議会の本庁舎新館移転（平成２６年２月）に伴い電子表決システムを導入し、平成２６年第

１回定例会から使用開始した。（従前の起立表決に代わるものとしての位置付け） 

これに伴い、会議録にも、議案等に対する各議員の賛否等の状況を掲載することとした。 

      ＜議場壁面ディスプレイ＞         ＜表決ボタン＞  

 

 

 

 

 

 



（議会） 
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（２）タブレット端末  

１）タブレット端末等の持ち込み及び使用に係る試行の開始 

    平成２９年６月に、タブレット端末導入検討プロジェクトチームを設置し、議会活動の充実

とともに、議員から市民への情報提供や災害時の迅速な連携など、さらなる「議会の活性化」

を目的に導入の検討を開始した。 

平成２９年１２月定例会より、タブレット端末等（タブレット端末、ノートパソコン及びこ

れらに代替する機能を有するスマートフォン等の携帯端末）の本会議及び委員会等への持ち込

み及び使用に係る試行を開始することとした。 

なお、議員のタブレット端末の調達に係る経費については政務活動費の使用も可とした。 

また、全ての委員会において、委員会資料を電子化した。（冊子等を除く） 

２）タブレット端末等の正式運用の開始 

     平成３０年９月定例会より、各議員が準備したタブレット端末等（タブレット端末、ノート

パソコン及びこれらに代替する機能を有するスマートフォン等の携帯端末）の本会議及び委員

会等への持ち込み及び使用を開始するとともに、会議資料等の電子データを各議員及び議会事

務局で共有するため、公費にて有料の会議用システム（SideBooks）の利用を開始。 

なお、利用開始に先立ち、９月定例会初日（８月２８日）に、下関市議会会議用システム及

び端末機使用基準を定め、同日施行した。 

３）タブレット端末を利用した一般質問の本格運用を開始 

     平成３０年９月定例会より、会議用システム（SideBooks）に格納した電子データを議場内デ

ィスプレイに表示させて質問を行うため、質問席でのタブレット端末の使用を試行的に行って

きたが、本格運用するにあたり「一般質問等におけるタブレット端末使用に係る取扱要綱」を

制定した。（施行は令和３年１月１日） 

なお、使用するデータは議場壁面にある６５インチのディスプレイ（出入口側、奥側の２カ

所）に表示している。 

９. 議員報酬、費用弁償及び政務活動費 

（１）議員報酬変遷一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 円 円 円 円

円 円 円 円 円

610,000 592,000 578,000

平成25.4. 1 545,000 655,000 590,000 572,000 558,000

適 用 年 月 日

平成17. 2.13

(在任特例期間)

議会議員

旧下関市

平成19.2.13

旧豊北町

議会議員

区分

議会議員

565,000 675,000

203,000

円

円

円

円

円

213,000

203,000

副委員長の報酬

(常任・議運)

円
旧菊川町

議会議員

221,000

円 円 円

300,000 235,000

578,000

円

議員報酬

円

旧豊田町

議会議員

旧豊浦町

565,000

200,000

190,000

208,000 円 円

議長の報酬 副議長の報酬
委員長の報酬

(常任・議運)

675,000 610,000 592,000

310,000

円

円 円 円 円

円318,000 253,000 235,000

235,000 217,000円 円 円

245,000 227,000円 円 円

217,000

190,000 300,000
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（２）議員の期末手当（令和２年４月１日施行） 

６月 １２０．０／１００  １２月 １２０．０／１００ 

※ 金額決定の根拠、基準  

<下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第６条>  

「議員には、下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定の例により期末手当を支給する。

ただし、期末手当基礎額は、議員報酬の月額と当該月額に１００分の４５を乗じて得た額との

合計額とする。」 

 

(３）費用弁償 

・一般調査視察旅費（１人当たり）                      １５０,０００円／年 

・常任・議会運営・特別委員会視察旅費（１人当たり）    １２２,０００円／年 

・会議出席費用弁償の額 

支給額＝２０円×自宅からの往復距離（１Km未満端数切り捨て） 

※ 公用車など、市においてその費用を負担する手段を利用して本会議等の会議に出席した

場合、その利用が全行程の一部であるときは、算出した額の２分の１に相当する額（当該

額に１円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。）の費用弁償を随時支給する。（当

該手段の利用が全行程にわたる時は費用弁償を支給しない。） 

※ 支給対象：本会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び議会広報部会 

 

（４）政務活動費 

１）交付額及び交付方法 

交付額は１人当たり月額５万円（年額６０万円）で、会派の所属議員数に応じ算定した額を、

４月と１０月の年２回、会派に対し半期ごとに交付する（会派の所属議員が１人の場合を含む）。 

また、政務活動費を充てることのできる経費の範囲等について記載した「政務活動費の手引

き」を作成し、議員に配付している。 

２）ホームページへの公表 

ア．政務活動費収支報告書及び「政務活動費の手引き」のホームページへの公表 

  平成２５年において、平成２４年度の収支報告書（領収書を除く）を市議会ホームペー

ジで確認できるようにした。 

また、政務活動費の使用に関し、必要な事項を定めた「政務活動費の手引き」を市議会

ホームページでも公開することとした。 

イ．領収書を含めた政務活動費収支報告書のホームページへの公表 

  平成２９年において、平成２８年度分の政務活動費から、領収書等を含めた収支報告書

を市議会ホームページで確認できるようにした。 



（総合政策部 企画課） 
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企 画 課 

 

１．企画課の概要 

基本構想・基本計画その他基本的施策の企画立案に関すること、重要施策の調査及び研究に関

すること、市行政の総合調整に関すること、主要事業の進行管理、国・県に対する重要事項の促

進、民間協力団体との連絡調整、広域行政、地方分権、中山間地域づくりに関すること、その他

特命事項に関することを所掌している。 

 

２．所管する主な計画・プラン 

（１）第２次下関市総合計画 

市の行政運営の基礎となる計画であり、市が目指す市民生活や地域社会の姿をわかりやす

く示し、その実現にあたって必要な施策を定めた下関市の最上位計画。まちづくりの基本理

念と将来像の実現を図るための施策の体系を示す「基本構想」と、各行政分野の具体的な施

策を示す「基本計画」から構成される。 

（２）下関市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第２次下関市総合計画に掲げた取組のうち、人口減少・少子高齢化対策及びまち・ひと・

しごと創生に資する施策を重点的に絞り込み、人口減少下にあっても地域の活力を失わない

まちづくりを進めるための実践的な計画。「地域産業の強化、しごとの確保を促進する」、「下

関に集う人、下関で暮らす人を増やす」、「いのちを大切にし、子どもを産み育てやすい環境

を整える」、「地域の力を活かし、持続可能な地域社会をつくる」の４つの基本目標と１０の

目標指標で構成される。 

（３）下関市連携中枢都市圏ビジョン 

地域を活性化し経済を持続可能なものとし、安心して快適な暮らしを営んでいけるように

するため、地域において、相当の規模と中核性を備える圏域の中心都市が近隣の市町村と連

携し、コンパクト化とネットワーク化により「経済成長のけん引」、「高次の都市機能の集積・

強化」及び「生活関連機能サービスの向上」を行うことにより、人口減少・少子高齢化社会

においても一定の圏域人口を有し活力ある社会経済を維持するための拠点を形成する国の政

策である『連携中都市圏構想』に基づき策定した計画。本市は、特例措置により「合併１市

圏域」型として 1市のみで連携中枢都市圏を形成している。 

 



（総合政策部 企画課） 

 

３６ 

（４）下関市過疎地域持続的発展計画 

過疎地域の持続的発展を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８

条第１項の規定により、令和３年に策定した計画（計画期間：令和３年度～令和１２年度）

であり、本市においては、合併前の豊田地域、豊浦地域、豊北地域が対象となっている。 

（５）スマートシティ基本設計 

データやデジタル技術の利活用により、本市が抱える様々な課題解決を図り、市民の生活

機能の向上を図るなど魅力的なまちづくりを目指すために、令和３年に策定した計画であり、

市民中心のスマートシティを推進し、誰もが幸福を感じ、持続的に成長する街の実現に向け

て取り組んでいる。 

 

３．所管する主な業務 

（１）一般企画・調整業務 

基本的施策の企画立案、総合計画・地方創生・連携中枢都市圏構想・スマートシティの推

進、主要事業の進行管理等とともに、市行政の総合調整及び国・県などの関係機関との連絡

調整を図っている。また、国内他都市との交流・連携を進めるとともに、他の中核市と連携

し、中核市業務の円滑な運営を図る。 

（２）広域行政業務 

関係・近隣自治体との交流の促進と一体的な発展を図るため、北九州市、長門市をはじめ、

地域振興及び行政サービスの向上に向けた連携事業を実施している。 

（３）中山間地域づくり業務 

中山間地域をはじめ、離島（蓋井島、六連島）、過疎（豊田、豊浦、豊北地域）、辺地の活

性化を図るための総合的な振興策の調整を行っている。 

（４）その他の主な業務 

これらの他、「ふるさとしものせき応援寄附金」のＰＲや受付・発送事務、吉母御崎地区の

飲用水供給施設の管理運営業務等を行っている。 



（総合政策部 秘書課） 
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秘 書 課 

 

１．秘書課の概要 

儀式及び交際に関すること、市長会に関すること、東京事務所との連絡に関すること、秘書に

関すること、報道関係機関との連絡・調整に関すること、広聴活動の企画及び調整に関する事務

を所掌している。 

 

２．所管する主な業務 

 （１）市長および副市長の秘書に関する業務 

市長および副市長のスケジュール管理や来客の応対などを行う。 

（２）市長会に関する業務 

全国市長会と山口県市長会に属しており、各市相互の連絡協調を図ると共に、都市に関す

る諸般の事項を審議するための補助業務を行う。 

 （３）報道広聴に関する業務 

市政記者クラブ及びその他報道機関への資料提供や記者会見の実施など報道対応に関する

こと、市長へのはがき・Ｅメールや要望・陳情など広聴に関する業務を行う。 

（４）その他の主な業務 

下関市の後援等及び下関市長賞に関する事務取扱要綱に基づき、下関市の名義後援等の諾

否や市長賞の交付を決定している。 

 

 



（総合政策部 広報戦略課） 
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広 報 戦 略 課  

 

１．広報戦略課の概要 

広報活動の総合的企画、調整及び推進に関すること、広報刊行物の編集及び発行に関するこ

と、シティプロモーションの推進に関すること、移住・定住を促進するための情報発信及び支

援に関すること、市史、市役所吹奏楽団に関する事務を所掌している。 

 

２．所管する主な業務 

（１）広報紙発行等 

１）「市報」の発行 

市政の動き、事業、行事等を直接各世帯に伝達するため、月１回（毎月１日）「市報しも

のせき｣を発行する。併せて本市のホームページにも掲載する。文字だけでなく写真やイラ

ストを多く使用するなど、市民にとって読みやすく親しまれる市報を目指している。 

２）「点字市報」の発行 

目の不自由な方を対象に、市政の動き、事業、行事等を伝達するため、年１３回(毎月１

日、１回はごみ特集)発行する。 

３）「声の市報」の発行 

目が不自由で点字の読めない方を対象に、市政の動きなどを伝達するため、年１３回(毎

月１日、１回はごみ特集)テープによる「声の市報」（６０分）を発行する。 

４）市公式ホームページの保守業務 

市公式ホームページを作成･提供するサーバーの保守及びトップページの注目情報など

の管理業務を行う。 

５）ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター、インスタグラム）の投稿 

最新の市政情報、週末イベント情報など旬な話題を概ね平日１日１件投稿する。 

６）「市勢要覧」の発行 

下関市の姿を写真と資料を使って紹介し、市勢紹介のＰＲ誌として発行する。 

（２）市政ニュース放送 

１）テレビ広報「下関市政だより」（ＫＲＹ・ＴＹＳ・ＹＡＢ） 

テレビにより市政及び各種行事等を市民に紹介する。市政だより「しものせき２１」に

おいては手話通訳を挿入する。 



（総合政策部 広報戦略課） 

 

３９ 

２）ラジオ広報（コミュニティエフエム下関） 

ラジオにより市政及び各種行事等を市民に紹介する。 

（３）市役所吹奏楽団 

市の主催、共催する行事を中心に出演し、音楽を通じて市民と市政の連帯感を強める。 

（４）シティプロモーションの推進 

都市のブランド化に向け、専用のウェブサイトやＳＮＳ等による情報発信のほか、市民参

加型の動画作成やイベントなどの実施により、市民のシビックプライドの醸成を図っている。 

（５）移住・定住促進のための情報発信 

ＵＪＩターン希望者を含め、市内外に向けて移住・定住に関する情報発信を行っている。 

（６）人口定住業務 

人口定住を促進するため、移住者等への各種助成やＵＪＩターン希望者への情報提供、人

口定住促進住宅「豊北ハイツ」の管理運営及び空き家情報の提供を行っている。 

（７）その他の広報活動 

新聞広告の掲載などによる広報業務を実施する。 

 



（総合政策部 国際課） 

 

４０ 

国 際 課 

 

１．国際課の概要 

本市と姉妹友好都市の関係にある都市との交流促進及びその他の国との親善友好交流業務を

行うとともに、国際化推進に係る総合的な企画及び調整に関する事務等を所掌している。 

 

〇現在の姉妹友好都市         ＜姉妹友好都市盟約締結日＞ 

・サントス市（ブラジル連邦共和国） １９７１．１０．  ６（昭４６） 

・イスタンブール市（トルコ共和国） １９７２．  ５．１６（昭４７） 

・釜山広域市（大韓民国）      １９７６．１０．１１（昭５１） 

・青島市（中華人民共和国）     １９７９．１０．  ３（昭５４） 

・ピッツバーグ市（アメリカ合衆国） １９９８．１２．１８（平１０） 

 

２．所管する主な計画・プラン等 

（１）下関市多文化共生・国際交流推進計画 

国際交流などの施策に加え、外国人住民が安全で安心して暮らせる地域づくりや、地域の

住民と外国人住民が、共に地域社会を構成する一員として多様性を活かした豊かな地域づく

りを推進していく「多文化共生社会」の実現を目指す、市が取り組むべき方向性を定めた計

画（計画期間：令和３年度から令和１２年度）。「多文化共生が拓く下関市の未来」を基本理

念として定め、「国際化に対応した人材育成」「国際交流の促進」「多文化共生のまちづくり」

の３つの基本目標を掲げ、目標達成に向けて施策の展開を図る。 

 

３．所管する主な業務 

（１）国際親善交流業務 

訪日団受入れ、職員の海外派遣、東アジア経済交流推進機構関係業務、韓国釜山広域市交

換職員派遣、中国青島市国際交流研修員派遣、国際交流事業推進事業費補助金、多文化共生

のまちづくりに関する事業等に関する事務を行う。 

（２）青少年国際交流推進業務 

小中学生海外派遣研修事業（中国、韓国、米国）に関する事務を行う。 

 



（総合政策部 国際課） 

 

４１ 

（３）国際交流員招致業務 

中国からの国際交流員の受入れに関する事務を行う。 

（４）その他の主な業務 

その他、国際化推進に係る総合的な企画及び調整に関する事務等を行っている。 

 



（総合政策部 情報政策課） 

４２ 

情 報 政 策 課  

 

１．情報政策課の概要 

情報政策課内には、情報システム管理係が置かれており、システム共通基盤、内部情報系に

おける各種システム及び庁内ネットワークの運用管理を所掌している。また、課内室として、

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）推進室が置かれており、行政ＤＸに関する施策

の推進を所掌している。 

２．所管する主な業務 

（１）システムの運用管理 

システム共通基盤、内部情報システム（サブシステム、グループウェア、ファイルサーバ

等）及び庁内ネットワーク（庁舎内ＬＡＮ、出先事務所接続回線等）の運用管理を行う。 

（２）インターネットサービスの運用 

公共施設予約サービス、電子申請サービス及びしものせき情報マップ等インターネットサ

ービスの運用を行う。 

（３）高度情報化の推進 

本市の情報通信基盤（携帯電話、インターネット等）の地域間格差を是正するための事業

や、携帯電話不感対策として設置した移動通信用鉄塔施設の維持管理を行う。 

（４）セキュリティ対策 

下関市行政情報セキュリティポリシーに基づいたセキュリティ対策を行う。また、山口県

及び県内市町共同利用のセキュリティクラウドによるセキュリティ確保を図る。 

（５）行政ＤＸの推進 

国が定める「自治体ＤＸ推進計画」に基づき、行政事務におけるデジタル技術を用いた業

務改善を行う。 

 



（総合政策部 エリアビジョン推進室） 

４３ 

エリアビジョン推進室 

 

１．エリアビジョン推進室の概要 

海峡エリアビジョンの推進に関すること、重要施策の調査及び研究に関することを所掌してい

る。 

 

２．所管する主な計画・プラン 

（１）下関海峡エリアビジョン 

ＪＲ下関駅から火の山までの関門海峡を望むエリア一帯の目指すべき将来像やまちづくり

の方向性を示すもので、「市民」、「事業者」、「行政」などがその将来像と方向性を共有するた

めの羅針盤として位置付けたものである。 

これに基づき、海峡エリアに想いを持った市民や事業者と行政が連携したまちづくりを推

進し、魅力あふれるまちになることを目指す。 

 

３．所管する主な業務 

（１）海峡エリアビジョンの推進 

周遊型・滞在型観光地への転換、持続可能な賑わいづくりの創出を目的に、資源を活かし

た魅力あるエリアの構築及び周辺地区への相乗効果の形成を図るため、計画を策定し推進体

制の構築を目指す。 

また、リノベーションまちづくりの推進により、空き家、空き店舗や公共空間等を活用し

た魅力ある賑わいスポットを構築し、新たな人通りの創出を目指す。 

 



（総合政策部 東京事務所） 

４４ 

東 京 事 務 所 

 

１．東京事務所の概要 

中央官庁及び諸機関との連絡を緊密にし、事務処理の円滑化を図るとともに、市政に関連ある

情報資料の収集及び調査にかかる事務全般を所掌している。 

２．所管する主な業務 

 （１）市政関連情報の収集提供及び調査業務 

中央官庁及び諸機関による各種施策や予算関連情報等を収集し関係部局へ提供するととも

に特命事項に関する調査を行い関係部局に報告している。 

下関市東京事務所のネットワーク並びに東京事務所設置自治体が加盟する「全国厚生労働

省担当者連絡協議会」、「全国都道府県・政令指定都市国土交通省担当者連絡協議会」、「東京

事務所環境省担当者連絡会」、「都市東京事務所長会」及び「中核市東京事務所長会」等を通

じて中央官庁関係情報等を収集し関係部局へ提供している。 

 

 （２）要望活動等業務 

政府、国会議員、中央官庁、諸機関等への要望活動の際の面会予約の調整及び随行を行う。 

 

 （３）下関市東京観光物産・ふるさと移住情報提供業務 

下関市東京観光物産・ふるさと移住情報等の提供を遂行している。 

・東京における下関市の観光資源の紹介や交通アクセスなどの観光相談、観光情報等の

提供及びＰＲ 

・首都圏に在住する郷土出身者へのふるさと関連情報の提供など 

・下関市への移住を希望する者へのふるさと関連情報の提供など 



（総務部 総務課） 

４５ 

総 務 課 

 

１．総務課の概要 

表彰、文書、訴訟、公文書公開及び個人情報保護、統計、町及び字の整理、包括外部監査、公立

大学法人下関市立大学に関する事務など、本市の事務のうちいわゆる総務的事務を分掌している。 

 

２．所管する主な業務  

（１）市の行政区域 

地方自治法第９条の５に係る新たに生じた土地の確認及び同法第２６０条に係る町又は字の

区域及び名称の変更等の事務に関して、令和３年度における取扱状況は、次のとおりである。 

新たに生じた土地の確認       ５件 

町又は字の区域及び名称の変更等   ５件 

（２）表彰 

本市表彰条例に基づき、功労表彰及び善行表彰を行っている。 

令和３年度 表彰件数 

功 労 表 彰 善行表彰 

自 治 教育文化 産 業 厚 生 社会事業 計 

３ 

（２８） 
２ 

（７０） 

１ 

（３１） 

４ 

（４０） 

１１ 

（１８１） 

１４ 

（２７０） 

３２ 

（５９２） 

（ ）内は令和３年度までの総表彰件数（合併以降） 

（３）文書の収受・発送 

・郵便物等の文書を収受し、各課所室に配布している。 

・各課所室の発送文書を取りまとめ、郵送手続を行っている。 

（４）議案の提出 

令和３年中の市長の提案に係る議案の提出状況は、次のとおりである。 

・予算関係    ７８件（決算を含む。） 

・条例関係    ８２件 

・その他     ５５件 

 



（総務部 総務課） 

 

４６ 

（５）条例、規則等の制定、改廃 

令和３年中の条例、規則及び訓令の制定、改廃状況（行政委員会等によるものを除く。）は、

次のとおりである。 

 制  定 廃  止 改  正 合  計 

条  例 ３ ３ ７９ ８５ 

規  則 ６ ７ ９０ １０３ 

訓  令 １ ０ １２ １３ 

計 １０ １０ １８１ ２０１ 

注：条例の廃止には廃止する等の条例を含み、規則の制定には整備に関す

る規則を含む。 

（６）法律相談、訴訟事務 

・顧問弁護士（２人）を委嘱し、本市行政の執行に係る紛争問題の法律的解決の相談を行って

いる。 

・本市が関係している訴訟事件について連絡調整を行うとともにその解決に努めている。 

なお、係属中の訴訟事件は、７件（令和３年度末。上下水道局を除く。）となっている。 

（７）公文書公開・個人情報保護 

１）令和３年度の公文書の公開の状況 

ア．公文書の公開の実施状況について 

区  分 公開の請求 公開の申出 

公 開 の 方 法 閲 覧 写しの交付 閲 覧 写しの交付 

公開請求・申出件数 １３件 ５８４件 ０件 ２８件 

取 下 げ 件 数 ０件 １０件 ０件 １件 

公 開 件 数 

（うち部分公開件数） 

１２件 

（１件） 

５４１件 

（１５０件） 

０件 

（０件） 

１９件 

（８件） 

非 公 開 件 数 １件 ３件 ０件 ０件 

却 下 件 数 ０件 ３６件 ０件 ８件 

処 理 中 件 数 ０件 ５件 ０件 １件 

写 し 交 付 枚 数  ２１，７２２枚  ７９枚 

注：「公開の請求」には、合併後及び合併前の市町の条例の規定により請求の対象となる 

公文書について、「公開の申出」には、請求の対象とはならないものの任意に対応 

した公文書について記入してある。 



（総務部 総務課） 

４７ 

イ．審査請求の状況について 

令和３年度 

請求件数 

令和２年度 

審査未了件数 

審査請求に対する決定 
取下げ 審査中 

認容 棄却 却下 

２件 ０件 ０件 １件 ０件 ０件 １件 

２）令和３年度の個人情報の開示等の状況 

ア．個人情報の開示の実施状況について 

区  分 開示の請求 

開 示 の 方 法 閲 覧 写 し の 交 付 

開 示 請 求 件 数 ２７件 ９０件 

取 下 げ 件 数 ０件 １件 

開 示 件 数 

（うち部分開示件数） 

２６件 

（１件） 

７７件 

（１５件） 

不 開 示 件 数 ０件 ０件 

却 下 件 数 １件 １０件 

処 理 中 件 数 ０件 ３件 

写 し 交 付 枚 数   １３，８９７枚 

イ．審査請求の状況について 

令和３年度 

請求件数 

令和２年度 

審査未了件数 

審査請求に対する決定 
取下げ 審査中 

認容 棄却 却下 

１件 ０件 ０件 １件 ０件 ０件 ０件 

（８）統計 

統計法の法令に基づく各種の基幹統計調査、ホームページでの統計資料の公表及び統計調査員の

確保などが主要業務である。 

１）基幹統計調査（平成３０年度から令和４年度までに実施のもの） 

調査名 所管省庁名 調査の目的など 調査月日 

学校基本調査 文部科学省 

学校教育行政に必要な基礎資料を得る

ため、小・中学校などの児童・生徒の在籍

状況や出欠席状況等の調査を行う。 

５月１日 

(毎年) 

工業統計調査 経済産業省 

製造業の実態を把握し、生産活動に関す

る基礎資料を得るため事業内容、従業者

数、出荷額、原材料使用額等の調査を行う。 

６月１日 

(「経済センサス‐

活動調査」実施 

年度を除く毎年) 

国勢調査 総務省 

日本の各種行政施策の基礎資料とする

ため、日本国内に居住するすべての人・世

帯の実態に関する調査を行う。 

（令和２年度実施） 

１０月１日 

(５年ごと) 



（総務部 総務課） 

 

４８ 

国勢調査 

調査区設定 
総務省 

令和２年度実施の国勢調査の基本とな

る調査区の設定を行う。 

（令和元年度実施） 

１０月１日 

(５年ごと) 

就業構造基本調査 総務省 

国民の就業及び不就業の実態を明らか

にし、全国及び地域別の就業構造に関する

基礎資料を得る。（令和４年度実施） 

１０月１日 

（５年ごと） 

経済センサス 

‐基礎調査 

総務省・ 

経済産業省 

我が国の全産業分野における事業所の

活動状態等の基本的構造を全国及び地域

別に明らかにするとともに、事業所・企業

を対象とする各種統計調査の母集団情報

を整備する。 

（令和元年度実施） 

甲調査 

６月～３月 

乙調査 

６月１日 

(５年ごと) 

経済センサス 

調査区管理 
総務省 

平成２１年経済センサス‐基礎調査に

おいて設定した調査区を今後の経済セン

サス調査区として管理し、毎年、必要な修

正を行う。 

年度により 

異なる 

(毎年) 

経済センサス 

‐活動調査 

総務省・ 

経済産業省 

 全産業分野の売上（収入）金額等の経理

項目を調査し、事業所及び企業の経済活動

を全国的及び地域別に明らかにする。 

（令和３年度実施） 

６月１日 

(５年ごと) 

住宅･土地 

統計調査 
総務省 

我が国の住宅及び土地の保有状況、居住

している世帯の実態を調査し、住宅・土地

関連施策の基礎資料を得るため、建物の構

造、世帯構成等を調査する。 

（平成３０年度実施） 

１０月１日 

(５年ごと) 

住宅･土地 

統計調査  

単位区設定 

総務省 

令和５年住宅・土地統計調査の実施に先

立って、調査区域を明確にし、調査の円滑

な実施と結果制度の向上を図る。 

（令和４年度実施） 

２月 1日 

（５年ごと） 

農林業センサス 農林水産省 

農林業の基本構造の現状と動向を明ら

かにし、農林業行政諸施策及び農林業に関

して行う諸統計調査に必要な基礎資料を

整備するため、労働状況や販売額等を調査

する。（令和元年度実施） 

２月１日 

（５年ごと） 

全国家計構造調査 総務省 

世帯の所得分布及び消費の水準，構造等

を全国的及び地域別に明らかにするため、

家計における消費，所得，資産及び負債の

実態を総合的に調査する。 

（令和元年度実施） 

１０月～１１月 

(５年ごと) 

漁業センサス 農林水産省 

漁業の基本構造の現状と動向を明らか

にし、水産業行政諸施策及び水産業に関し

て行う諸統計調査に必要な基礎資料を整

備するため、漁業の種類や経営状況を調査

する。（平成３０年度実施） 

１１月１日 

（５年ごと） 



（総務部 総務課） 

４９ 

※工業統計調査は、「公的統計の整備に関する基本的な計画（令和２年６月２日閣議決定）」に

おける経済統計の体系的整備に関する要請に基づき、令和４年以降は、経済構造実態調査に包

摂され、製造業事業所調査として実施されることとなった。 

２）統計資料の公表 

人口、産業、物価、保健衛生、教育など各種の統計資料を下関市ホームページに掲載してい

る。 

（９）包括外部監査 

平成１７年１０月１日付けの中核市の指定に伴い、地方自治法第２５２条の３６第１項の規定に

より包括外部監査の実施が義務付けられた。 

包括外部監査を円滑かつ効果的に実施するため、下記の事務を行っている。 

・包括外部監査契約の締結 

・包括外部監査報告書の提出受付 

・包括外部監査人の選定に係る事務 

※包括外部監査の結果の公表、包括外部監査の結果に関する措置の公表、下関市監査委員との連

携などの事務は下関市監査委員事務局にて対応している。 

  ＜包括外部監査のテーマ＞ 

    平成３０年度 「道路、港湾の整備事業に係る事務の執行について」 

    令和元年度 「公共下水道事業に関する事務の執行について」 

    令和２年度 「外部委託に関する事務の執行について」 

    令和３年度 「人件費に関する事務の執行について」 

    令和４年度 「遊休不動産の管理・処分等に係る財務事務の執行について」 

 （10）公立大学法人管理・運営業務 

平成１９年度から公立大学法人となった下関市立大学に対し、大学運営や大学改革に必要な経費

として交付する運営費交付金や施設整備等を通じて、大学の教育・研究機能の質の向上を支援し、

地域に貢献する大学となるよう促している。 

なお、下関市立大学総合大学化に向けて、新学部の設置（データサイエンス学部（仮称）：令和

６年４月開講、看護学部（仮称）：令和７年４月開講）に取り組んでいる。 

また、「下関市公立大学法人評価委員会」を開催し、法人業務の実績に関する評価を行うことに

より、法人業務の公共性や透明性の確保に努めている。 



（総務部 防災危機管理課） 

 

５０ 

防災危機管理課  

 

１．防災危機管理課の概要 

防災危機管理課は、気象情報の伝達に関すること、防災に関すること、災害救助に関するこ

と、国民保護の総合調整に関すること、罹災証明に関すること、水難救護並びに漂流物及び沈

没品に関すること、消防機関との連絡に関すること、日本赤十字社に関することなどを所掌し

ている。 

 

２．所管する主な計画 

（１） 下関市地域防災計画 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、下関市防災会議が市の地域並びに市民の生命・

身体及び財産を災害から保護するため、災害の予防・災害応急対策及び災害復旧対策につい

て必要な事項を定め、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共

的団体、防災上重要な施設の管理者（企業等）、住民が、防災活動を総合的かつ効果的に実施

することにより、社会秩序の維持及び公共の福祉を確保し、災害が本市の発展を阻害しない

よう防災の万全を期する計画である。 

 

（２）下関市国民保護計画 

この計画は「武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律」に基づき、我

が国が外部から武力攻撃を受けた場合や平時に大規模なテロ等が発生した場合に、市内に居

住又は滞在している人の生命、身体及び財産を保護するため、住民の避難や救援及び武力攻

撃災害への対処に関する措置等、国民保護のための措置等を定めた計画である。 

 

（３）下関市国土強靱化地域計画 

災害の発生により甚大な被害を受けた後で長期間をかけて復旧・復興を図るといった「事

後対策」の繰り返しを避け、どのような災害が起ころうとも、最悪の事態に陥ることが避け

られるような強靱な行政機能や地域の社会経済、そして地域コミュニティを事前に作り上げ

ていくことを目的に策定した計画である。 



（総務部 防災危機管理課） 

５１ 

３．所管する主な業務 

（１）災害対策業務 

大雨、洪水、台風等の風水害や火災並びに交通事故等による油漏れ等に対し、迅速に情報

収集を行い、適切な防災体制整備の下、災害応急復旧措置を行っている。 

実績 

・令和２年度…警戒本部体制３回、第２警戒体制１８回、第１警戒体制２９回 

・令和３年度…警戒本部体制１回、第２警戒体制８回、第１警戒体制２５回 

 

（２）高潮ハザードマップ作成業務 

平成２７年の水防法改正に伴い、令和４年度に瀬戸内海側沿岸（王喜～吉母地区）を対象

に、山口県が新たに指定する高潮浸水想定区域を反映した高潮ハザードマップを作成し、地

域住民等へ周知のうえ、防災意識の高揚等を図り、速やかな災害時の避難を促すもの。 

 

（３）国民保護法業務 

武力攻撃事態等において市民の生命、身体及び財産を守るため、市民及び関係機関の協力

の下、的確かつ迅速な措置を講じるとともに、平常時における計画の見直しや訓練、普及啓

発活動を行っている。 

 

（４）その他の主な業務 

    これらの他に災害応急復旧業務、地域防災計画の改訂業務、気象情報伝達業務などの業務

がある。 

 

４．その他 

日本赤十字社山口県支部下関市地区の活動 

日本赤十字社は、国外ではロシア連邦によるウクライナへの軍事侵攻に対する人道支援等、

また、国内では災害救助事業、血液事業をはじめとした広範囲にわたる事業を展開しており、

日本赤十字社の活動に対する期待と要請はますます高まっている。これらに応えていくため

にも、日本赤十字社の各種事業について一段と充実強化を図ることが必要となっている。 

日本赤十字社山口県支部下関市地区の事務局として、その使命を遂行するために赤十字会

員増強運動を積極的に展開し、基盤強化に努めている。 

 



（総務部 職員課） 

 

５２ 

職 員 課 

 

１．職員課の概要 

  職員課には人事研修係、職員厚生係の２係のほか、課内室として行政管理室が置かれている。 
 

２．担当業務の概要 

 （１）人事研修係 

   職員の定数、配置、任免、服務、分限及び懲戒に関する業務、職員の給与計算に関する業務、

職員の試験及び選考に関する業務、人事評価、職員研修に関する業務等を担当している。 

 （２）職員厚生係 

   職員の給与(給与計算を除く。)、勤務時間その他の勤務条件、公務災害補償等に関する業務、

職員団体に関する業務、職員の保健衛生及び福利厚生に関する業務等を担当している。 

 （３）行政管理室 

   行政改革に関する業務、職務権限、事務分掌その他の行政組織に関する業務、事務改善その

他の行政能率向上に関する業務を担当している。 

  

３．職員数の状況 

（単位：人） 

任 命 権 者 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 

市長の事務部局 1,770
（41） 

1,777 
(40) 

1,747 
(64) 

1,699 
(70) 

1,680 
(72) 

 うち豊田中央病院の職員 58 57 55 
(2) 

54 
(2) 

54 
(2) 

上下水道局 232 
（6） 

232 
(7) 

229 
(7) 

222 
(8) 

216 
(7) 

ボートレース企業局 19 20 19 
(1) 

19 
(1) 

18 
(1) 

議会の事務局 15 15 15 14 15 

選挙管理委員会の事務局 7 7 8 6 5 

監査委員の事務局 9 8 8 8 8 

公平委員会の事務局      

農業委員会の事務局 9 
(1) 9 9 9 8 

教育委員会の事務局 319 
(8) 

310 
(7) 

301 
(7) 

286 
(6) 

272 
(4) 

 
うち指導主事 20 20 20 20 20 

うち教員 79 76 72 69 66 

消防局 318 
(8) 

318 
(9) 

316 
(13) 

317 
(10) 

315 
(6) 

計 2,698 
(64) 

2,696 
(64) 

2,652 
(92) 

2,580 
(95) 

2,537 
(90) 

  ※数値は各年４月１日の一般職の常勤職員数を計上。（）内数値は再任用短時間勤務の職員数で外数。  



（総務部 職員課） 

５３ 

４．職員給与の状況 

（単位：円） 

年 平均給与月額 
内訳 

給料月額 扶養手当 

H29.4.1 343,000 322,500 20,500 

H30.4.1 342,600 321,300 21,300 

H31.4.1 341,100 319,500 21,600 

R2.4.1 342,400 320,900 21,500 

R3.4.1 342,900 321,700 21,200 

   ※各年４月１日現在 地方公務員給与実態調査より集計した。 

    

５．職員研修の実施状況 

（単位：人） 

年度 受講者数 主な内容 

H29年度 2,912 

階層別研修（課長級、課長補佐級、係長級、中堅職員研修等） 

特別研修 （法制執務、コンプライアンス、クレーム対応、   

危機管理、接遇マナー、公会計基礎研修等） 

派遣研修 （市町村アカデミー、セミナーパーク等） 

H30年度 1,969 

階層別研修（課長級、課長補佐級、係長級、中堅職員研修等） 

特別研修 （法制執務、コンプライアンス・メンタルヘルス、

クレーム対応、危機管理、接遇マナー等） 

派遣研修 （市町村アカデミー、セミナーパーク等） 

H31年度 1,996 

階層別研修（課長級、課長補佐級、係長級、中堅職員研修等） 

特別研修 （法制執務、クレーム対応、危機管理、接遇マナー、

プレゼンテーション研修等） 

派遣研修 （市町村アカデミー、セミナーパーク等） 

R2年度 541 

階層別研修（中堅職員研修等） 

特別研修 （法制執務、メンタルマネジメント、接遇マナー、

電話対応、プレゼンテーション研修等） 

派遣研修 （市町村アカデミー、セミナーパーク等） 

R3年度 741 

階層別研修（係長級、中堅職員研修等） 

特別研修 （法制執務、メンタルマネジメント、クレーム対応

研修等） 

派遣研修 （市町村アカデミー、セミナーパーク等） 

   ※各年度における受講者延人数。 



（総務部 資産経営課） 

 

５４ 

資 産 経 営 課 

 

１．資産経営課の概要 

庁舎及び来庁者駐車場の管理及び取締りに関すること、庁用自動車の管理及び配車に関する

こと、公共施設マネジメントの推進に関すること、財産の取得及び処分の総括に関することな

どを所掌している。 

 

２．所管する主な計画 

（１）下関市公共施設等総合管理計画（平成２８年２月策定） 

平成２７年３月に策定した「下関市公共施設マネジメント基本方針」における３つの基本方

針（方針１：施設の適正配置と施設総量の縮減 方針２：施設の予防保全による長寿命化 方

針３：施設の効率的かつ効果的な運営）を軸に、また、道路・橋梁等の土木インフラ施設、上

下水道等の企業会計施設を含めて、今後の施設のあり方について、総合的かつ計画的に管理を

行い、「新しいまちづくり」に取り組むために策定したもの。 

基本理念 

次の世代に負担をかけない安全・安心な施設を引き継ぎ、魅力ある「新しいまちづくり」

を推進していきます 

 

（２）公共施設の適正配置に関する方向性（平成３０年１２月策定） 

個別施設計画や各施設のマネジメントの指針とするため、公共施設のこれまでの整備状況を

整理し、今後の方向性をまとめたもの。前期（２０１５年度～２０２２年度）について、縮減

目標の達成を見据え、個別施設の存廃、複合化や集約化、譲渡などの方向性を示し、中期（２

０２３年度～２０２８年度）及び後期（２０２９年度～２０３４年度）については、概ねの方

向性を示している。 

 

（３）未利用財産の処分及び利活用に関する基本方針（令和２年４月策定） 

公共施設マネジメントの取り組みを進めていく過程で、今後、未利用の建物や土地が増加す

ることが見込まれているが、用途を廃止した建物を解体して土地を競争入札で売却する財産処

分方法のみでは、企業や団体等のニーズに合致しない場合もあることから、効果的・効率的な

未利用財産の処分を図る上での基本的な考え方を示し、具体的な取り組みに繋げていくために

策定したもの。 



（総務部 資産経営課） 

５５ 

３．所管する主な業務 

（１）庁舎管理業務 

公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎における秩序の維持、災害の防止、美観の

保持などを行っている。 

 

（２）庁用自動車管理業務 

特別職の車両や共用車等の効率的な配車・運行を行っている。 

 

（３）公共施設マネジメント推進業務 

公共施設マネジメントの推進に関する業務を行っている。 

「公共施設マネジメント」とは、地方公共団体が保有する庁舎、公民館、学校及び市営住宅

等の公共施設について、人口動態や財政状況、市民ニーズ等を踏まえて施設の老朽度や利用状

況を把握し、維持管理及び更新等のあり方について検討し、効率的かつ効果的に管理運営を行

う仕組みのこと。 

【本市の公共施設の現況】    （令和３年度末現在） 

施 設 数 1,047施設 

総延床面積 1,520,174.28㎡ 

市民一人当たりの延床面積 6.02㎡/人 

 

（４）財産管理業務 

公有財産の適切な保全管理を行うとともに、不用財産の売払い処分や貸付けを行い、効率的

な運用を行っている。 

【公有財産の状況】       （令和３年度末現在） 

区 分 土地（地積） 建物（延面積） 

行政財産 46,016,926㎡ 1,488,499㎡ 

普通財産 23,134,607㎡ 31,675㎡ 

合 計 69,151,533㎡ 1,520,174㎡ 

 

（５）土地先行取得業務 

土地開発基金からの貸付金を主な原資として、公用または公共用に供する土地の先行取得を

行う。また、取得した土地の所管換えが実施されるまでの間、適切な保全管理を行っている。 



（総務部 資産経営課） 

 

５６ 

（６）その他の主な業務 

保険事務（建物総合損害共済、自動車損害共済、全国市長会市民総合賠償補償保険、道路賠

償責任保険）、庁用自動車交通事故対策関係業務などの業務を行っている。 

 

４．所管する施設 

（１）下関市役所本庁舎 

施設の名称 延床面積 構 造 建築日 

庁舎（東棟） 5,362.73㎡ 鉄筋コンクリート造（地上 5階） R2.1.31 

庁舎（西棟） 18,154.78㎡ 鉄骨造（地上 10階） H27.7.3 

立体駐車場 12,168.43㎡ 鉄骨造（地上 6階） H27.10.13 

計 35,685.94㎡   

 

（２）その他庁舎等 

施設の名称 延床面積 構 造 建築日 

第２別館 1,579.86㎡ 鉄筋コンクリート造（地上 4階） S33.2.23 

田中町庁舎 437.24㎡ 鉄骨造（地上 2階） H12.3.14 

カラトピア４階 1,064.31㎡ 鉄骨鉄筋コンクリート造 

（地上 13階地下 1階）※区分所有 

S61.11.1 

カラトピア５階 1,387.93㎡ 

向洋町倉庫 1,162.66㎡ 鉄筋コンクリート造（地上 2階） S37.7.31 

椋野町倉庫 242.06㎡ 軽量鉄骨造（地上 2階） H18.11.30 

※公共施設の適正配置に関する方向性については、「公共施設の適正配置に関する方向

性」2018年 12月を参照。 

 



（総務部 契約課） 

 

５７ 

契 約 課 

１．契約課の概要 

平成２５年４月１日付けの機構改革により、契約室に契約課が設けられ、管理係、工事契約

係及び物品契約係と課に属する出先機関として検査技術監理室が置かれた。その後、平成２８

年４月１日付けの機構改革により契約室が契約部となり、平成３０年４月１日付けの機構改革

により、契約課は総務部に属することとなり、物品契約係は物品役務契約係となった。また、

検査技術監理室は建設部道路河川管理課に設置された。 

附属機関として、市が発注した建設工事のうち一般競争入札に係る入札参加資格の設定の理

由及び経緯、指名競争入札に係る指名の理由及び経緯並びに随意契約とした理由等について審

議することなどを担任事務とする下関市入札監視委員会を設置している。 

 

２．所管する主な業務 

（１）工事並びに工事に関する設計、測量及び地質調査の入札契約事務 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）等関係法令に基づき、本市が発注する建設工事及

び工事に関する設計委託等の適正な執行を確保するため、入札契約事務について一括管理し

ている。 

【建設工事入札及び建設工事に係る設計委託契約件数並びに金額】 

区分 
 

年度 

契約件数（件） 契約金額 （千円） 

 
うち条件付き 

一般競争入札 
 

うち条件付き 

一般競争入札 

平成２９年度 507 184 7,949,618 7,024,911 

平成３０年度 476 230 8,610,554 7,444,959 

令和元年度 477 292 6,377,582 5,877,047 

令和２年度 464 270 5,339,421 4,917,516 

令和３年度 461 320 7,878,666 7,615,852 

 

（２）物品の購入及び修繕の入札契約業務 

庁用物品の購入等に当たり、条件付き一般競争入札、公開見積合せ及び単価契約等の実施

により、適正かつ効率的な調達を行っている。 

 

 



（総務部 契約課） 
 

５８ 

    【物品購入（修繕）契約件数及び金額】 

区分 
 

年度 

契約件数（件） 契約金額 （千円） 

 
うち条件付き 

一般競争入札 
 

うち条件付き 

一般競争入札 

平成２９年度 1,179 73 624,452 443,038 

平成３０年度 1,066 61 526,249 368,505 

令和元年度 994 71 589,002 431,162 

令和２年度 1,071 99 967,718 798,010 

令和３年度 978 69 456,309 306,647 

 

（３）役務（委託及び賃貸借（リース））の入札契約業務 

平成３１年１月から、一部の役務（委託及び賃貸借（リース））について、条件付き一般競

争入札の実施により、適正かつ効率的な発注を行っている。 

【役務（委託及び賃貸借（リース））契約件数及び金額】 

区分 
 

年度 

契約件数（件） 契約金額 （千円） 

 
うち条件付き 

一般競争入札 
 

うち条件付き 

一般競争入札 

平成３０年度 6 6 6,338 6,338 

令和元年度 111 111 427,294 427,294 

令和２年度 112 112 342,908 342,908 

令和３年度 116 116 318,085 318,085 

 

（４）競争入札参加者の資格登録業務 

本市が発注する建設工事等及び物品・役務の各競争入札に参加を希望する業者から、競争

入札参加資格審査の申請を受け、入札参加資格を審査し資格の登録及び管理を行っている。 

【登録業者数】 

区分 
 

年度 

建設工事等（者） 物品・役務（者） 

地元企業 市外企業 地元企業 市外企業 

平成２９年度 359 855 727 770 

平成３０年度 356 845 788 853 

令和元年度 345 837 736 752 

令和２年度 347 818 786 873 

令和３年度 339 808 759 898 

 

 



（総務部 契約課） 

 

５９ 

（５）その他の主な業務 

これらの他に、やっぱり地元・大好き！下関運動 in市役所の趣旨に基づき、地元企業優先

発注等に係る実施方針を定め、適正な競争原理のもと公平性を確保した上で、地元企業への

優先発注及び市内産品の優先活用を推進し、公共調達全分野で地元企業への件数ベースで発

注率９０％を目指した取組を行っている。 



（財政部 財政課） 

６０ 

 

財 政 課 

 

１．財政課の概要 

  市の一般会計及び特別会計に係る予算編成、予算執行管理、決算分析等を行う。 

 

２．所管する主な計画・プラン 

 （１）財政健全化プロジェクト(Ⅲ期計画) <R２～R６> 

歳入・歳出両面から財源確保の取組を推進し、財源不足に対応するとともに、財政規模の

適正化を図るための対策を実施するもので、「人件費総額の縮減」、「公共施設マネジメント」、

「歳入増加対策」、「歳出削減対策」、「行財政運営の効率化・最適化」を５つの柱として財政

健全化に取り組んでいる。 

 

３．所管する主な業務 

（１）予算の編成、流用及び配当 

  ・一般会計当初予算額(令和４年度)：１１９，０４０，０００千円 

（２）地方交付税の算定及び収納 

  ・地方交付税決算額(令和３年度)：２８，３２０，９０６千円 

（３）地方財政状況調査(決算統計)並びに財政健全化指標の算定及び公表 

  ・実質公債費比率(令和３年度)：１０．１％、将来負担比率(令和３年度)：６４．１％ 

（４）市債の借入れ及び償還 

  ・一般会計の市債残高(令和３年度末)：１１８，７４９，７３６千円 

（５）財政調整基金、減債基金、土地開発基金、公共施設整備基金、合併振興基金及び

ボートレース未来基金の管理 

  ・財政調整基金残高(令和３年度末)：６，７７５，８７３千円 

（６）行財政改革推進会議の庶務 

  ・深刻な財源不足を克服し、中長期的に持続可能な財政基盤の構築を図るために設置され

た行財政改革推進会議の庶務を実施。 

 

 



（財政部 納税課） 

６１ 

納 税 課 

 

１．納税課の概要 

税の予算・決算、統計・広報、企画・調査及び総合調整、税制、国有資産等所在市町村交付金、

地方譲与税・税交付金、収納整理、滞納整理、債権の回収に係る指導、助言、研修及び総括管理

のほか下関市債権管理委員会に関する事務を分掌している。 

 

２．所管する主な計画・プラン 

（１）市税収納率向上アクションプラン “公平公正な税の徴収！” 

１）趣旨 

「市税の確保」と「税負担の公平性の実現」を図るため、平成２２年度に策定したアクショ

ン・プランを改訂し、令和２年度から令和６年度までの新たな目標を定めたプランにより、

さらなる収納率の向上、滞納額の削減に取り組む。 

２）設定目標 

全体の収納率を令和６年度末までに９７.８％に向上させる。 

３）アクションプラン 

ア．現年分収納率の向上 

市税コールセンターの活用や財産調査の早期着手 

イ．累積滞納額の削減 

徹底した財産調査及び滞納整理の実施 

ウ．納税意識の啓発  

市民への広報・納税教室への講師の派遣 

エ．その他 

コンビニ収納及びスマートフォン決済アプリの導入による収納環境の向上 

４）市税収納率の推移 

                                    （単位％） 

年度 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 

収納率    97.7 97.6 97.6 96.6 97.7 

 



（財政部 市民税課）    

 

６２ 

市 民 税 課 

１．市民税課の概要 

  市民税、市たばこ税及び入湯税の賦課や、各種税務証明書に関する事務を分掌している。 

担当事務関係諸表（市税一覧表） 

税目 

区分 
市  民  税 

納 税 義 務 者 １． 市内に住所を有する個人 

２． 市内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で市内に住所を有しない者 

３． 市内に事務所又は事業所を有する法人 

４． 市内に寮・宿泊所・クラブその他これらに類する施設を有する法人で、市内

に事務所又は事業所を有しないもの及び市内に事務所、事業所又は寮などを

有する法人でない社団または財団で代表者又は管理人の定めのあるもの 

課税標準及び税率 （個人）  所得割  ６／１００ 

      均等割  ３，５００円（平成２６年度から） 

（法人）  法人税割 ８．４／１００ 

      均等割 

     資本金等         従業者 ５０人超  ５０人以下  

     ５ ０ 億 円 超   ３００万円     ４１万円 

     １０億円超５０億円以下   １７５万円     ４１万円 

     １億円超１０億円以下    ４０万円     １６万円 

     １千万円超１億円以下    １５万円     １３万円 

     １ 千 万 円 以 下    １２万円      ５万円 

     上 記 以 外 の 法 人 等         ５万円 

申 告 期 限 （個人） 個人申告書   ３月１５日 

     給与支払報告書 １月３１日 

（法人） 法人税申告期限 

賦 課 期 日 （個人） １月１日 

徴 収 方 法 （個人） 普通徴収 

     特別徴収 

（法人） 申告納付 

納 期 （個人） 普通徴収  第１期  ６月１日 ～  ６月３０日 

第２期  ８月１日 ～  ８月３１日 

第３期 １０月１日 ～１０月３１日 

第４期  １月１日 ～  １月３１日 

     特別徴収  毎  月 （６月～翌年５月、１２ヶ月） 

（法人） 申告期限と同じ 

令和元年９月３０日までに開始し

た事業年度分は１２．１／１００ 



（財政部 市民税課） 

６３ 

       税目 

区分 
市 た ば こ 税 

納 税 義 務 者 製造たばこの製造者・特定販売業者・卸売販売業者 

課税標準及び税率 従量割 １，０００本につき 

令和２年１０月１日以降    ６，１２２円 

令和３年１０月１日以降    ６，５５２円 

申 告 期 限 翌月末日 

徴 収 方 法 申告納付 

納 期 翌月末日まで 

 

 

       税目 

区分 
入  湯  税 

納 税 義 務 者 鉱泉浴場における入湯客 

課税標準及び税率 入湯日数 宿泊する者  １人１泊 １５０円  

     宿泊しない者 １人１日  ５０円 

申 告 期 限 翌月１５日 

徴 収 方 法 特別徴収 

納 期 翌月１５日まで 

 



（財政部 資産税課） 

 

６４ 

資 産 税 課 

１．資産税課の概要 

  固定資産税、都市計画税、軽自動車税の賦課に関する事務を分掌している。 

 

       税目 

区分 
固 定 資 産 税 

納 税 義 務 者 土地・家屋・償却資産の所有者 

課 税 標 準 額  固定資産課税台帳に登録された課税標準額 

免   税   点 

 

 

 

 

土地・家屋・償却資産において、課税標準額の合計がそれぞれ下記の金

額に満たない場合は課税されない。 

 土  地 ・・・  30万円 

 家  屋 ・・・  20万円 

 償却資産 ・・・ 150万円 

税       率  1.4％ 

申 告 期 限 １月末日（※償却資産のみ） 

賦 課 期 日  １月１日 

徴 収 方 法  普通徴収 

納 期  第１期   ４月１日  ～  ４月３０日 

 第２期   ７月１日  ～  ７月３１日 

 第３期  １２月１日  ～ １２月２６日 

 第４期 翌年２月１日  ～  ２月末日 

減       免 下記の(1)から(4)に該当する固定資産のうち、必要があると認められ

るものについては、固定資産税が減免される。 

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 

(2) 公益のために直接専用する固定資産（有料で使用するものを除

く。) 

(3) 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価

値を減じた固定資産 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別の事由がある固定資産 

 

減免の申請については、納期限前７日までとし、申請日以降に到来す

る納期の税額が減免の対象となる。前納された固定資産税は対象外とな

る。 

 

 

 



（財政部 資産税課） 

６５ 

       税目 

区分 
都 市 計 画 税 

納 税 義 務 者 固定資産税の納税義務者で市街化区域内に所在する土地、家屋の所有者 

課 税 標 準 額 固定資産課税台帳に登録された課税標準額 

免   税   点 

 

免税点未満のため固定資産税が課税されなかった資産には、都市計画税

も課税されない。 

税       率  0.2％ 

賦 課 期 日 固定資産税と同じ 

徴 収 方 法  固定資産税と同じ 

納 期  固定資産税と同じ 

減       免  固定資産税と同じ 

 

       税目 

区分 
軽 自 動 車 税 (種別割)  

納 税 義 務 者 原動機付自転車、軽自動車四輪、軽自動車二輪、二輪の小型自動車等の

所有者 

税       率 

（ 税   額 ） 

― 車種（排気量） － 税 額 

原動機付自転車（～50cc） 2,000円 

原動機付自転車（～90cc） 2,000円 

原動機付自転車（～125cc） 2,400円 

小型特殊自動車（農耕用作業車） 2,400円 

小型特殊自動車（リフト等） 5,900円 

ミニカー 3,700円 

軽自動車二輪（～250cc、側車付のものを含む。） 3,600円 

平成 27 年 3 月 31 日以前に初めて車

両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車 

三  輪 3,100円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 5,500円 

〃 自家用 7,200円 

貨物営業用 3,000円 

〃 自家用 4,000円 

平成 27年 4月 1日以降に初めて車両

番号の指定を受けた三輪以上の軽自

動車 

三  輪 3,900円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 6,900円 

〃 自家用 10,800円 

貨物営業用 3,800円 

〃 自家用 5,000円 

最初の新規検査から 13 年を経過し

た三輪以上の軽自動車 

三  輪 4,600円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 8,200円 

〃 自家用 12,900円 

貨物営業用 4,500円 

〃 自家用 6,000円 



（財政部 資産税課） 

 

６６ 

電気自動車もしくは天然ガス自動車

（H30 年排出ガス規制に適合するも

の、又は H21 年排出ガス規制に適合

しかつ H21 年排出ガス基準値より

10％以上窒素酸化物の排出量が少な

いもの）に該当するもので、令和 3年

4月 1日から令和 4年 3月 31日まで

の間に初めて車両番号の指定を受け

た三輪以上の軽自動車 

（令和 4年度に限る） 

三  輪 1,000円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 1,800円 

〃 自家用 2,700円 

貨物営業用 1,000円 

〃 自家用 1,300円 

平成 30 年排出ガス規制に適合しか

つ H30年排出ガス基準値より 50％以

上窒素酸化物の排出量が少ないも

の、又は H17 年排出ガス規制に適合

しかつ H17 年排出ガス基準値より

75％以上窒素酸化物の排出量が少な

いもので、かつ、R12年度燃費基準に

対する達成の程度が 90％以上であり

かつ R2 年度燃費基準を達成してい

るもので、令和 3 年 4 月 1 日から令

和 4年 3月 31日までの間に初めて車

両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車 

（令和 4年度に限る） 

三輪（乗用営業用） 2,000円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 3,500円 

〃 自家用 

－ 

貨物営業用 

〃 自家用 

平成 30 年排出ガス規制に適合しか

つ H30年排出ガス基準値より 50％以

上窒素酸化物の排出量が少ないも

の、又は H17 年排出ガス規制に適合

しかつ H17 年排出ガス基準値より

75％以上窒素酸化物の排出量が少な

いもので、かつ、R12年度燃費基準に

対する達成の程度が 70％以上であり

かつ R2 年度燃費基準を達成してい

るもので、令和 3 年 4 月 1 日から令

和 4年 3月 31日までの間に初めて車

両番号の指定を受けた三輪以上の軽

自動車 

（令和 4年度に限る） 

三輪（乗用営業用） 3,000円 

四

輪

以

上 

乗用営業用 5,200円 

〃 自家用 

－ 

貨物営業用 

〃 自家用 

二輪小型自動車（250cc超） 6,000円 

申 告 期 限 取得後 15日以内、廃車後 30日以内、変更後 15日以内 



（財政部 資産税課） 

６７ 

賦 課 期 日  ４月１日 

徴 収 方 法  普通徴収 

納 期  ５月１日  ～  ５月３１日 

減       免 身体障害者等又は身体障害者等と生計同一の者が所有する軽自動車等

について、一定の要件に該当すれば、１台のみ全額減免となる。 

なお、自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免は受ける

ことができない。 

 

       税目 

区分 
軽 自 動 車 税 (環境性能割) 

納 税 義 務 者 三輪以上の軽自動車の取得者（新車・中古車を問わず） 

納 付 方 法 当分の間山口県が賦課徴収を行う。 

軽自動車を取得した人が、軽自動車検査協会に新規登録などの申請の

際、山口県税事務所自動車税課に申告し納付する。 

課 税 標 準 軽自動車の通常の取得価格 

免 税 点 ５０万円 

税 率 本則０～３％ ただし当分の間０～２％ 

１）電気軽自動車…非課税 

２）天然ガス軽自動車（平成 30年排出ガス保安基準適合または窒素酸化

物排出量が平成 21年天然ガス車基準 10％低減達成）…非課税 

３)ガソリン 

自家用乗用、自家用貨物、営業用の各区分ごとに排出ガス基準及び燃

費基準の達成度に基づいて０～２％の税率を設定 

減 免 身体障害者等身体や精神に障害のある人が取得・使用する自動車、構造

上障害のある方の利用に専ら供するためのものと認められる自動車につ

いて、一定の要件に該当すれば申請により減免となる。 

当分の間、山口県が減免事務を行う。 

 



（市民部 まちづくり政策課) 
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まちづくり政策課 

 

１．まちづくり政策課の概要 

   まちづくり政策課は、平成３０年４月に市民部に新設され、市民活動係、まちづくり支援係、課

内室として地域サポート室、課の出先機関として市民活動センター、市民センターが置かれている。 

 （１）市民活動係 

   市民活動係は、自治会に関すること、コミュニティづくりに関すること、その他市民活動の促進

及び支援に関すること、地縁による団体の認可に関すること、市民活動センターに関すること、市

民センターに関すること、所属部及び所属課の庶務並びに所属部内の連絡調整に関すること、所属

部内他課並びに所属課の課内室及び他係の所管に属しないことの事務を行う。 

 （２）まちづくり支援係 

   まちづくり支援係は、地域内分権に関すること、総合支所との連絡調整に関すること、支所（総

合支所の所管区域に存ずる支所を除く。）に関することの事務を行う。 

 

２．所管する主な計画 

 （１）下関市市民活動促進基本計画(第４次：令和３年２月策定) 

   平成１７年２月１３日に公布・施行された下関市市民協働参画条例に基づき、平成１８年３月に

策定したもの。 

   この計画は、５年ごとに見直しを行い、市民活動の主体となる市民及び市民活動団体の自主的・

主体的な市民活動促進のための環境づくり及び市民と市民のパートナーシップの確立に向けた施策

展開の方向を示したものである。（第４次計画期間：令和３年度～令和７年度） 

 （２）下関市住民自治によるまちづくり推進計画（第２次：令和２年２月策定) 

   人と人、人と自然、人と歴史のつながりを大切にし、多様性に富んだ下関市の個性を活かし、魅

力ある「元気な下関」の実現を目指すため、市民と行政がお互いの立場を認め合い、様々な場面で

協働する仕組みづくりや、特色ある地域づくりのために、市民が自主的に活動するまちづくり協議

会を積極的に支援し、地域の特性に応じた市民主体のまちづくりの構築を目指すことを基本理念と

した計画（第２次計画期間：令和２年度～令和６年度）を策定している。 
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３．所管する主な業務 

 （１）市民活動係 

   １）コミュニティづくり推進業務 

     市民の自主的・主体的なコミュニティづくりの推進を図ることを目的に、自治会に関する業

務、コミュニティ活動費補助金、町民館整備事業補助金、掲示板設置事業補助金等の支出及び

地縁による団体の認可事務を行う。 

    〇自治会について 

       自治会とは、地域住民が運営する自治組織。様々な活動を通じて、住みよいまちづくり

を行っている。市内には、約８１８の自治会が活動を行っており、うち７９９自治会（令

和４年４月１日現在）の会長により「下関市連合自治会」が組織されている。 

    ・下関市連合自治会 

［組織体制］                        （単位：人） 

 本庁 菊川 豊田 豊浦 豊北 計 

会長 1 1 

副会長        5 5 

運営委員 11 1 1 1 1 15 

理事（自治連合会長） 48 3 5 5 7 68 

単位自治会長 533 42 35 90 99 799 

   ２）下関パートナーシップ推進業務 

     下関市市民協働参画審議会を設置し、年次報告作成による市民と行政・市民と市民のパート

ナーシップの進捗度チェックや市民活動促進基本計画の推進・進捗の状況の把握、さらには市

民活動支援補助金の交付により市民協働参画の推進を図るとともに市民協働参画に関する職員

研修を行う。 

   ３）ボランティア・ＮＰＯ活動推進業務 

     ボランティア・ＮＰＯ活動など市民活動に関する情報提供、ネットワークづくり、交流や研

修の場の提供をはじめとした市民活動センターの管理運営、市民活動における事故などに備え

る保険への加入等、市民活動を促進するための環境整備を行う。 

   ４）その他の業務 

     市民センター管理運営業務などの業務を行う。 
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 （２）まちづくり支援係 

   １）地域内分権推進業務 

     地域との密接な連携により、特色ある元気な地域づくりを推進するため、総合支所との連絡

調整等を行う。また、住民自治によるまちづくりを推進し、地域の特性に応じた市民主体のま

ちづくりの構築を図る。 

２）その他の業務 

支所維持管理業務を行う。 

 

４．所管する施設 

（１）市民活動係 

１）下関市民センター 

開設年月日 平成６年４月２６日 

所 在 地 下関市東神田町９番１号 

建築面積 会館：鉄筋コンクリート造２階建 

延べ面積 1,319.76㎡（1階 658.49㎡、2階 661.27㎡） 

屋内運動場：鉄筋コンクリート一部鉄骨造２階建 

延べ面積 1,061.59㎡ 

（1階 540.59㎡（駐車場 28台）、2階 521㎡（ﾌﾛｱ 432㎡）） 

その他：多目的広場 3,240㎡、いこいの広場 1,770㎡ 

休館日 月曜日及び年末年始（12月 29日～1月 3日） 

２）しものせき市民活動センター 

沿革 下関市市民協働参画条例に基づき市民活動を促進するため、下関市

民センターに「市民活動支援コーナー」を設けていたが、支援機能

の拡充が必要となり、下関駅前の細江地区１２街区第一種市街地再

開発事業における公益施設として、平成１９年５月に「しものせき

市民活動センター」を開設した。 

所 在 地 下関市竹崎町四丁目４番２号  

建築面積 1,005.15㎡ 

指定管理者 ふるさと下関活性化企業体（公募、R4.4.1～R9.3.31 まで） 

附帯設備 受付カウンター、常設展示・情報コーナー、ロッカー・メールボッ

クス、パソコンコーナー、多目的交流ホール、キッズコーナー、作

業室、大会議室、中会議室、小会議室、授乳室 

休館日 年末年始（12月 29日～1月 3日） 

※公共施設の適正配置に関する方向性については、「公共施設の適正配置に関する方向性」

2018年 12月を参照。 
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市 民 サ ー ビ ス 課 

 

１．市民サービス課の概要 

市民サービス課には、庶務係、市民係、記録係、課内室としてパスポートセンター及び出先機

関としてマイナンバーカードセンター、サテライトオフィスが置かれている。戸籍法、住民基本

台帳法、印鑑の登録及び証明に関する条例等に係る事務全般を所掌している。 

２．所管する主な業務 

（１）住民基本台帳管理業務 

戸籍法、住民基本台帳法及び印鑑の登録及び証明に関する条例に基づいて、人の身分関係、

居住関係及び印鑑の適正な登録と公正な公証事務並びに自動車の臨時運行許可業務等を行う。 

 

（２）マイナンバーカードセンター業務 

マイナンバーカードの交付に関する事務（交付前設定、交付、再交付、更新、廃棄等）及

びマイナンバーカードに搭載される電子証明書に関する事務（発行、再発行、更新、暗証番

号の設定及び再設定等）を行う。 

（３）サテライトオフィス業務 

市内２か所に設置したサテライトオフィスにおいて、住民票、印鑑登録証明等の公証事務

を行う。 

（４）中長期在留者住居地届出事務 

外国人住民の中長期在留者等住居地届出、特別永住者証明書交付関連事務及び特別永住許

可に係る事務を行う。 

（５）旅券発給事務 

パスポートセンターにおいて、一般旅券の発給の申請受理及び交付を行う。 

（６）住居表示管理業務 

住居表示実施済地区の管理業務を行う。 

 

戸籍関係 住民票関係 印鑑登録関係 諸証明 総計
平成２９年度 106,888 169,625 84,891 3,650 365,054
平成３０年度 108,544 164,882 81,794 3,413 358,633
令和元年度 109,082 153,241 77,333 3,423 343,079
令和２年度 111,348 152,275 73,528 3,174 340,325
令和３年度 105,354 145,953 66,758 3,552 321,617

（単位：通数）各種証明等交付状況一覧表
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生 活 安 全 課 

 

１．生活安全課の概要 

生活安全課には、くらし安全係、施設管理係、課内室として市民相談所、消費生活センター及び

課の出先機関として大谷斎場が置かれている。 

 

２．所管する主な計画・プラン等 

（１）主な計画・プラン 

  １）下関市交通安全計画 

    交通安全対策基本法に基づき、誰もが安全で安心して暮らすことのできる社会を実現するた

め、関係機関・団体が連携し、本市における陸上交通の安全に関する施策の大綱を定めるも

の。令和３年度から令和７年度の５年間を期間とする、第１１次下関市交通安全計画を策定。 

 

３．所管する主な業務 

（１）くらし安全係 

１）交通安全対策業務 

市民の交通安全を推進する各種団体の活動を助成するとともに、交通安全対策の推進に向

け、家庭・地域・職域に対して、あらゆる機会をとらえ、交通安全意識の高揚のための啓発を

行う。また、警察や交通ボランティア団体等と連携し、交通安全イベント等を開催し交通事故

防止の啓発を行う。 

２）防犯啓発業務 

地域・職域の自主防犯活動の推進母体である防犯対策協議会（市内３団体）の活動を支援

するとともに、警察や関係機関と連携し、自主防犯活動の促進や、暴力のない安全で住みよい

街づくりのための啓発を行う。 

また、防犯対策協議会を通じ、自治会に対して防犯灯の新設等の費用の助成を行う。 

令和 3年 3月末 下関警察署管内 小串警察署管内 長府警察署管内 合計 

防犯灯数 14,020灯 2,887灯 5,610灯 22,517灯 

 

（２）施設管理係 

１）斎場業務 

施設の適正な維持管理を行い、遺体の火葬を行う。 
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７３ 

２）墓園維持管理業務 

市営霊園及び市営墓地の維持管理を行う。中央霊園については管理人を配置し、霊園の維

持管理を行う。 

３）中央霊園管理基金積立金業務 

納められる中央霊園永代管理料を霊園の維持管理のための経費に充てる基金として積立て

る。 

区       分 前年度末現在高 令和 3年度中増減高 令和 3年度末現在高 

有 価 証 券 0円 0円 0円 

現       金 1,186,122,399円 △13,960,000円 1,172,162,399円 

      

（３）市民相談所 

１）市民相談業務 

市民相談所は、市民のあらゆる相談に対応する常設の相談所である。 

原則、毎週月曜日と木曜日、総合支所においては、４か月毎に１回、第３金曜日の午後に、

弁護士による無料法律相談を行う。 

相談件数 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

一般相談 1,649件 1,528件 1,749件 

特別相談（弁護士） 1,029件 1,000件 976件 

合計 2,678件 2,528件 2,725件 

 

（４）消費生活センター 

１）消費生活業務 

法令に基づく立入検査、消費生活の安全と安定を図るための啓発を行うほか、消費者トラ

ブル等の相談に対応するため専門相談員を配置している。 

相談件数 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

来訪  311件   179件  206件 

電話 1,273件 1,558件 1,516件 

文書 ※ 3件    0件 1件 

合計 1,587件 1,737件 1,723件 

     ※文書は、ＦＡＸ、電子メールを含む。 
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４．所管する施設 

（１）斎場 

１）沿革 

大谷斎場 昭和 34 年に国有地を無償で借受け、大谷火葬場として発足。その後、旧斎

場隣接地に昭和 59年度より新斎場建設に取り組み、平成 3年 3月完成。平

成 3年 7月供用開始。 

蓋井島火葬場 平成 8年 4月供用開始 

六連島火葬場 平成 12年 4月供用開始 

豊田斎場 昭和 43年 9月供用開始 平成 26年 4月「豊田火葬場」から改称 

豊浦斎場 昭和 59年 5月供用開始 

豊北斎場 平成 8年 6月供用開始 

 

２）施設の概要 

大谷斎場 敷地面積：35,146㎡ 

本 館（火葬棟、管理棟） 

          ：鉄筋コンクリート造２階建：総面積 1,988.34㎡ 

待合棟（待合ロビー、待合室） 

          ：鉄筋コンクリート造２階建：総面積 1,233.38㎡ 

待合室４室、告別２室、収骨２室、霊安１室 

火葬炉１４基（標準炉３基＋大型炉９基＋胞衣炉１基＋予備炉１基） 

蓋井島火葬場 敷地面積：681.00㎡、軽量鉄骨造平屋建 60.00㎡、火葬炉１基 

六連島火葬場 敷地面積：488.74㎡、鉄骨造平屋建 48.00㎡、火葬炉１基 

豊田斎場 敷地面積：6,819.28㎡ 

コンクリートブロック造、待合室１室、火葬炉１基 

豊浦斎場 敷地面積：10,281㎡ 

待合室２室、告別１室、収骨１室、火葬炉３基（胞衣炉１基を含む。） 

豊北斎場 敷地面積：7,036.57㎡ 

待合室２室、告別１室、収骨１室、霊安１室、火葬炉２基 

 

３）施設の現況（令和３年度実績） 

大谷斎場 大人３，４２５体、小人６体、死産児１７体 

蓋井島火葬場 無し 

六連島火葬場 無し 

豊田斎場 大人３１体 

豊浦斎場 大人２７９体、小人１体、死産児１体 

豊北斎場 大人１９６体 

合計 ３，９５６体（大人３，９３１体、小人７体、死産児１８体） 

  ※公共施設の適正配置に関する方向性については、「公共施設の適正配置に関する方向性」

2018年 12月を参照。    
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（２）墓園 

１）沿革 

明治 22年  6月 功山寺墓地（大字豊浦村字功山寺）設置 

明治 22年  6月 竜王墓地（長府三島町、長府中土居北町）設置 

明治 42年  5月 東部墓地（本町三丁目）設置 

明治 42年  7月 西部墓地（西神田町）設置 

昭和 2年  6月 覚苑寺墓地（長府安養寺三丁目）設置 

昭和 5年  5月 関山墓地（椋野町一丁目）設置 

昭和 5年  5月 武久墓地（武久町二丁目）設置 

昭和 18年      彦島墓地（彦島緑町）設置 

昭和 26年 12月 清末墓地（大字清末字椎山）設置 

昭和 27年 6月 江の浦墓地（彦島江の浦町八丁目）設置 

昭和 46年 12月 下関南霊園（彦島田の首町二丁目）設置 

昭和 48年 9月 下関中央霊園（大字井田）設置 

平成 14年 11月 武久第二墓地（武久町二丁目）設置 

２）墓地貸出状況 

下関中央霊園 令和３年度：２１区画（申込者数：６８人） 

その他市営墓地 令和３年度： ７区画（申込者数：１０人（３人辞退）） 
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人権・男女共同参画課 

 

１．人権・男女共同参画課の概要 

人権・男女共同参画課には人権啓発係、男女共同参画係が置かれている。 

（１）人権啓発係 

人権啓発係は、人権教育・人権啓発に係る施策を調査、企画及び推進し、人権意識の高揚

を図る。 

（２）男女共同参画係 

男女共同参画係は、「下関市男女共同参画基本計画」に基づき男女共同参画に係る施策を推

進し、男女共同参画社会の実現を目指す。 

２．所管する主な計画 

（１）下関市男女共同参画基本計画 （第４次：令和３年２月策定） 

この計画は、男女共同参画社会の形成に関する取組を推進するために制定された、男女共

同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の第１４条第３項に基づく「市町村男女共同

参画計画」にあたる。また、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平

成１３年法律第３１号）に基づく「市町村基本計画」、及び女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（平成２７年法律第６４号）に基づく「市町村推進計画」を包含している。 

なお、この計画は５年ごとに実施している「下関市男女共同参画に関する市民意識調査」

の結果を踏まえ策定しており、計画期間は令和３年度から令和７年度までとしている。 

３．所管する主な業務 

（１）人権啓発係 

１）人権教育・啓発業務 

人権教育・人権啓発を目的とする各種講座、研修会、フェスティバル等を開催する。 

２）人権啓発活動団体に係る対応業務 

人権啓発を推進する関係機関との連携、調整、及び補助金交付等を行う。 

（２）男女共同参画係 

１）意識啓発業務 

男女共同参画意識啓発を目的とする各種講座、イベント等を開催する。 

２）調査研究業務 

男女共同参画に係る施策の調査、研究を行う。 



（市民部 支所） 

 

７７ 

支 所 

１．支所一覧 

支所名 住所 

彦島支所  
〒750-0075 

下関市彦島江の浦町一丁目 3番 1号  

長府支所  
〒752-0974 

下関市長府土居の内町 1番 6号 

王司支所  
〒752-0911 

下関市王司神田一丁目 9番 1号 

清末支所  
〒750-1152 

下関市清末陣屋 5番 20号 

小月支所  
〒750-1142 

下関市小月本町一丁目 7番 7号 

王喜支所  
〒750-1114 

下関市王喜本町二丁目 15番 10号 

吉田支所  
〒750-1102 

下関市大字吉田地方 2499番地 

勝山支所  
〒751-0872 

下関市秋根南町二丁目 4番 33号 

内日支所  
〒750-0253 

下関市大字内日下 1146番地 5 

川中支所  
〒751-0849 

下関市綾羅木本町三丁目 1番 20号 

安岡支所  
〒759-6612 

下関市安岡駅前二丁目 7番 1号 

吉見支所  
〒759-6523 

下関市大字吉見下 1533番地 

※公共施設の適正配置に関する方向性については、「公共施設の適正配置に関する方向性」

2018年 12月を参照。 

２．所管する主な業務 

戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事務、国民健康保険の諸届等の受付に関する事務、

福祉に係る申請書及び諸届等の受付に関する事務等を行う。 

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000013/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000014/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000015/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000016/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000017/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000018/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000019/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000023/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000020/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000021/index.html
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/job/1000000000022/index.html


（出納室） 

７８ 

出 納 室 

 

１．担当業務の概要 

  支出負担行為の確認、支出命令の審査をすることで適正な支払を行うとともに、現金の収納に

関する事務を行っている。さらに、有価証券及び物品の出納保管、決算の調製、基金等現金の保

管運用に関すること等、会計管理者の権限に属する事務等を行っている。 

 

２．指定金融機関等の状況（令和４年４月１日現在） 

市の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定金融機関を指定している。また、その

収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるため指定代理金融機関を、収納の事務の一部を取り扱

わせるため収納代理金融機関を指定している。これらの金融機関は次のとおりである。 

（１）指定金融機関 

   山口銀行 

（２）指定代理金融機関 

   西中国信用金庫 

（３）収納代理金融機関 

   みずほ銀行 

   三井住友銀行 

   福岡銀行 

   十八親和銀行 

   西日本シティ銀行 

   北九州銀行 

   もみじ銀行 

西京銀行 

朝銀西信用組合 

信用組合広島商銀 

中国労働金庫 

   山口県農業協同組合 

   山口県漁業協同組合 

   ゆうちょ銀行 



（監査委員） 

７９ 

監 査 委 員 

 

１.監査委員の概要 

  監査委員は、地方自治法第１９５条の規定により普通地方公共団体に必置の独任制の執行機関で、

下関市では、識見を有する者から選任された委員（以下「識見選出委員」という。）２名と議員のう

ちから選任された委員（以下「議会選出委員」という。）２名の計４名で構成されている。監査委員

の任期は４年（議会選出委員は議員の任期）である。 

 なお、識見選出委員のうち、監査委員の庶務事項を処理するため、代表監査委員が置かれている。 

 （１）監査委員の役割 

監査委員は、市の財務事務等や事務の執行が法令等に従って適正に行われているか、また、合理

的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行う。職務権限としては、地方自治

法等の規定により、定期的に行うものとして、「定期監査」、「例月現金出納検査」、「決算審査」な

どがあり、必要があると認めるときに行うものとして、「行政監査」、「随時監査」、「財政援助団体

等に対する監査」などがある。また、請求又は要求に基づき行うものとして「住民監査請求に基づ

く監査」などがある。 

 （２）監査委員事務局 

下関市では、地方自治法第２００条及び下関市監査委員条例の規定に基づき、監査委員の事務を

補助する機関として監査委員事務局が置かれており、事務局職員は監査委員の指示を受け、監査業

務に必要となる資料の収集や予備監査などの業務を担当している。 

【監査委員事務局の職員構成】         （R4.4.1現在） 

 

区分 事務局長 事務局次長 主幹 主査 主任 計 

人数 １ １ １ ２ ３ ８ 



（監査委員） 

８０ 

２.所管する主な業務 

 （１）定期監査（地方自治法第１９９条第４項） 

市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、予算の執行、収入、支出、契

約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の執行が、適正かつ効率的に行われているか

どうかを主眼として実施するもの。 

 （２）随時監査（地方自治法第１９９条第５項） 

監査委員が必要があると認めるとき適時に、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の

管理について実施するもの。 

 （３）行政監査（地方自治法第１９９条第２項） 

監査委員が必要があると認めるとき適時に、市の部課等の組織、職員の配置、事務処理の手続、

行政の運営などの一般行政事務そのものについて、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点か

ら実施するもの。 

 （４）財政援助団体等に関する監査（地方自治法第１９９条第７項） 

監査委員が必要があると認めるとき又は市長からの要求があるときに、補助金や負担金等の財政

的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、

当該財政援助等に関する出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主

眼として実施するもの。 

 （５）決算審査（地方自治法第２３３条第２項及び地方公営企業法第３０条第２項） 

一般会計及び特別会計については、決算書類等が法令に基づいて作成されているか、計数が正確

であるか、予算の目的に従って事務事業が効果的かつ経済的に行われたかどうかなどについて審査

する。また、企業会計については、これらの点に加え、財務諸表が経営成績及び財務状況を適正に

表示しているかについても重点をおいて審査する。 

 （６）その他の主な業務 

これらの他に、基金の運用状況審査（地方自治法第２４１条第５項）、健全化判断比率及び資金

不足比率審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項）、現

金出納検査（地方自治法第２３５条の２第１項）、住民監査請求に基づく監査（地方自治法第７５

条）等の業務を行っている。 



（選挙管理委員会） 

８１ 

選 挙 管 理 委 員 会 

１．委員会構成 

選挙管理委員会は、地方自治法第１８１条第１項に基づき設置された行政委員会の１つであ

る。議会で選挙された委員４人から構成されており、任期は４年。公職選挙法に基づき、選挙

が公明且つ適正に行われるように選挙に関する事務を管理する機関であり、選挙人名簿の調製、

常時啓発事業等を行っている。 

また、近年では裁判員候補者予定者名簿の作成、日本国憲法の改正手続に関する法律（国民

投票法）に基づく業務も所管している。 

（１）委員・補充員一覧 

職 名 名 前 任 期 

委 員 長 大 森  宏 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

職務代理者 中野  善 朗 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

委 員 河島  信 行 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

委 員 田 中  信 義 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

補 充 員 十 河 静 江 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

補 充 員 松 本 正 子 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

補 充 員 大 内 俊 二 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

補 充 員 竹田  賢 海 令和 ３年５月１９日～令和７年５月１８日 

 

（２）歴代委員一覧  

 委 員 長 職務代理者 委 員 委 員 

H17.2.13～H17.4.18 阪 本  正 樹 水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 木 村  將 人 

H17.4.19～H18.3.31 阪 本  正 樹 水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 木 村  將 人 

H18.4. 1～H18.4. 2  水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 木 村  將 人 

H18.4. 3～H21.4.18 水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 長 田  仁 志 木 村  將 人 

H21.4.19～H21.4.20※ 水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 長 田  仁 志 木 村  將 人 

H21.4.21～H25.4.18 水岡 登喜雄 清 水  弘 彦 長 田  仁 志 木 村  將 人 

H25.4.19～H27.4.17 水岡 登喜雄 中 野  善 朗 雲 島  悦 郎 河 島  信 行 

H27.4.18～H27.4.30 

 

雲 島  悦 郎 中 野  善 朗 水岡 登喜雄 河 島  信 行 

H27.5. 1～H29.2.15 

 

雲 島  悦 郎 中 野  善 朗 河 島  信 行 大 森  宏 

H29.2.15～H29.4.18 

 

大 森  宏 中 野  善 朗 河 島  信 行 田中  信義 

H29.4.19～H29.5.16※ 大 森  宏 中 野  善 朗 河 島  信 行 田中  信義 

H29.5.17～R 7.5.18 大 森  宏 中 野  善 朗 河 島  信 行 田中  信義 

  ※任期満了に伴い、選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙があったため委員会開催まで４人すべて委員。 



（選挙管理委員会） 
 

８２ 

（３）委員・補充員地区別構成一覧  

R4.10 末現在   

 旧下関市 旧菊川町 旧豊田町 旧豊浦町 旧豊北町 

委 員 長    1 人  

職務代理者 1 人     

委 員  1 人   1 人 

補 充 員 3 人  1 人   

 

（４）委員・補充員年齢別構成一覧 

R4.10 末現在   

 50 歳以下 51～55 歳 56～60 歳 61～65 歳 66～70 歳 71～75 歳 76 歳以上 

委 員 長       1 人 

職務代理者 1 人       

委 員      2 人  

補 充 員    2 人 1 人 1 人  

 

 

２．主な委員会業務 

（１）委員会の開催 

委員会を開催し、議案の審議をしている。主な議案は選挙人名簿からの抹消、在外選挙人

の登録・抹消などである。また、３、６、９、１２月には一定の要件を満たした方に対し、

選挙人名簿への登録が行われる（定時登録）。さらに、選挙に関連し臨時の委員会を開くこ

とがある。選挙が行われる際には、その都度登録される（選挙時登録）。 

令和３年 選挙管理委員会 開催日程 

開 催 回 数 開 催 日 主  な  議  案  等 

第 １ 回 R3. 1. 8 
・選挙人名簿からの抹消について 

・下関市長選挙及び下関市議会議員補欠選挙に係る各決定事項 他 

第 ２ 回 R3. 2. 5 

・選挙人名簿からの抹消について 

・下関市長選挙及び下関市議会議員補欠選挙における投票及び開票の順序に

ついて 他 

第  ３  回 R3. 3. 1 
・選挙人名簿への登録について（定時登録） 

・下関市長選挙及び下関市議会議員補欠選挙に係る各決定事項 他 

第１回臨時 R3. 3. 6 
・選挙人名簿への登録について（選挙時登録） 

・下関市長選挙及び下関市議会議員補欠選挙に係る各決定事項 他 

第２回臨時 R3. 3.14 
・選挙人名簿からの抹消について 

・下関市長選挙及び下関市議会議員補欠選挙に係る各決定事項 他 

第 ４ 回 R3. 4. 2 
・選挙人名簿からの抹消について 

・在外選挙人名簿からの抹消について 他 

第  ５  回 R3. 5. 7 
・選挙人名簿からの抹消について 

・在外選挙人名簿からの抹消について 他 



（選挙管理委員会） 

８３ 

第 ６ 回 R3. 6. 1 

・選挙管理委員会の委員長選挙について 

・選挙人名簿への登録について（定時登録） 

・選挙人名簿からの抹消について 他 

第 ７ 回 R3. 7. 2 ・選挙人名簿からの抹消について 他 

第 ８ 回 R3. 8. 6 ・選挙人名簿からの抹消について 他 

第 ９ 回 R3. 9. 1 
・選挙人名簿への登録について（定時登録） 

・選挙人名簿からの抹消について 他 

第 １０ 回 R3.10. 6 

・選挙人名簿への登録について（選挙時登録） 

・選挙人名簿からの抹消について 

・参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙に係る各決定事項 他 

第３回臨時 R3.10.18 

・選挙人名簿からの抹消について 

・第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最高裁判所裁判官国民審査に係る 

各決定事項 他 

第４回臨時 R3.10.24 

・選挙人名簿からの抹消について 

・第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最高裁判所裁判官国民審査に係る 

各決定事項 他 

第５回臨時 R3.10.31 
・第４９回衆議院議員総選挙及び第２５回最高裁判所裁判官国民審査に係る 

各決定事項 

第 １１ 回 R3.12. 1 

・選挙人名簿への登録について（定時登録） 

・選挙人名簿からの抹消について 

・在外選挙人名簿への登録及び抹消について 

・山口県知事選挙に係る各決定事項 他 

 

（２）選挙人名簿の調製 

選挙の執行に備えて、名簿の登録・抹消など選挙人名簿の調製を行っている。 

１）登録要件 

・ 日本国民であること 

・ 年齢が満１８歳以上であること 

・ 引き続き３月以上下関市に住所があること 

・ 公職選挙法第１１条第１項若しくは同法第２５２条又は政治資金規正法第２８条に

該当していないこと 

※ 選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと投票はできない。 

２）登録抹消要件 

・ 死亡 

・ 日本国籍の喪失 

・ 下関市外に住所を移して４月を経過したとき 

・ 選挙権がないことが判明したとき 

 

 

 



（選挙管理委員会） 
 

８４ 

（参考 選挙人名簿登録者数推移、単位：人）  

 

(引継)

(定時)

(定時) 4,014

(定時) △ 435

(定時) △ 587

(定時) △ 434

(定時) △ 720

(定時) △ 456

(定時) △ 757

(定時) △ 277

(定時) △ 880

H30.12.3 (定時) 102,390 121,172 223,562 △ 558

H31.3.1 (定時) 102,179 120,862 223,041 △ 521

R1.6.3 (定時) 102,132 120,589 222,721 △ 320

R1.9.2 (定時) 101,671 120,157 221,828 △ 893

R1.12.1 (定時) 101,476 119,875 221,351 △ 477

R2.3.2 (定時) 101,195 119,538 220,733 △ 618

R2.6.1 (定時) 101,085 119,313 220,398 △ 335

R2.9.1 (定時) 100,700 118,732 219,432 △ 966

R2.12.1 (定時) 100,582 118,526 219,108 △ 324

R3.3.1 (定時) 100,320 118,237 218,557 △ 551

R3.6.1 (定時) 100,089 117,957 218,046 △ 511

R3.9.1 (定時) 99,668 117,475 217,143 △ 903

R3.12.1 (定時) 99,418 117,187 216,605 △ 538

R4.3.1 (定時) 99,191 116,796 215,987 △ 618

R4.6.1 (定時) 98,941 116,417 215,358 △ 629

R4.9.1 (定時) 98,478 115,986 214,464 △ 894

H30.9.3 102,650 121,470 224,120

H30.3.1 103,098 122,179 225,277

H30.6.1 103,025 121,975 225,000

H29.12.1 103,442 122,592 226,034

H29.9.1 103,637 122,853 226,490

H29.6.1 103,977 123,233 227,210

H29.3.2 104,186 123,458 227,644

H28.9.2 104,683 123,983 228,666

H28.12.2 104,488 123,743 228,231

H28.6.2 102,566 122,086 224,652

H17.2.13 109,609 130,537 240,146

登録年月日
選挙人名簿登録者数

前回比較
男 女 計

 

 

 



（選挙管理委員会） 

８５ 

（３）選挙の適正な管理執行 

公職選挙法の定めにより選挙の適正な管理執行を行っている。 

 

＜近年の下関市における主な選挙での投票率＞ 

選   挙   名 投票日 
投  票  率 (％) 

男 女 計 

第 24 回参議院議員通常選挙（山口県選挙区） H28. 7.10 51.13 52.14 51.68 

下関市長選挙 H29. 3.12 46.08 47.93 47.09 

第 48 回衆議院議員総選挙（山口４区） H29.10.22 55.50 57.18 56.41 

山口県知事選挙 H30. 2. 4 31.55 32.50 32.07 

下関市議会議員一般選挙 H31. 2. 3 42.56 44.52 43.63 

山口県議会議員一般選挙 H31. 4. 7 38.01 39.64 38.89 

第 25 回参議院議員通常選挙（山口県選挙区） R 1. 7.21 44.70 44.87 44.79 

下関市長選挙 R 3. 3.14 36.65 38.25 37.52 

下関市議会議員補欠選挙 R 3. 3.14 36.62 38.23 37.49 

参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙 R 3.10.24 30.49 29.92 30.18 

第 49 回衆議院議員総選挙（山口４区） R 3.10.31 47.37 47.49 47.44 

山口県知事選挙 R 4. 2. 6 28.53 29.52 29.07 

第 26 回参議院議員通常選挙（山口県選挙区） R 4. 7.10 45.44 46.27 45.89 

   ※ 衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び参議院山口県選挙区選出議員補欠選挙の投票率に

は、在外選挙人の投票率を含まない 

 

 

 

 

 

 

 



（選挙管理委員会） 
 

８６ 

（４）選挙常時啓発 

下関市明るい選挙推進協議会（以下「明推協」と言う）と共に常時の啓発を行っている。

選挙が公明かつ、適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向

上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し、必要と

認める事項を選挙人に周知している。 

 

          令和３年度の主な事業 

１）学校選挙等に対する協力（未来の有権者の育成） 

対 象 者：市内の小学校、中学校及び高等学校の児童並びに生徒 

実施時期：令和３年１０月～令和３年１２月 

実  績：選挙用具貸出（中学校１５校、高等学校１校） 

２）高等学校における主権者教育への協力 

対 象 者：市内の高等学校（定時制高等学校及び総合支援学校含む）の生徒 

実施時期：令和３年４月～令和４年３月 

実  績：高等学校２校（生徒１９４人） 

３）児童生徒ポスター・習字・標語募集 

対 象 者：市内の小学校、中学校及び高等学校の児童・生徒 

実施時期：令和３年６月～９月 

実  績：応募者２,０２４人 

 

（５）その他の主な業務 

・ 選挙又は当選の争訟に関する事務 

・ 直接請求に関する事務 

・ 最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務 

・ 在外選挙人名簿登録・抹消事務 

・ 裁判員候補者予定者選定に関する事務 

・ 検察審査会候補者予定者選定に関する事務 

・ 日本国憲法の改正手続に関する法律（国民投票法）に関する業務  

 

 

 

 

 



（選挙管理委員会） 

８７ 

３．委員会事務局 

（１）事務局の概要 

地方自治法第１９１条にて「都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職

員を置き・・・」となっており下関市では委員会の補助機関として事務局を設置して事務局

長以下職員が委員長の命を受け、委員会に関する事務を行っている。また、各総合支所及び

各支所に選挙管理委員会総合支局、選挙管理委員会支局をそれぞれ置いている。 

１）事務局の構成 

事務局長  

１人 

 
事務局次長 

１人 

 
主幹（事務局長補佐） 

１人 

 
主任 

２人 
   

（令和４年９月１日現在） 

２）総合支局及び支局の構成 

総合支局長 

１人 

 
※ 併任書記 

 

  

支 局 長 

１人 

 
※ 併任書記 

 

※ 併任書記は総合支局及び支局により人数が異なる。 

 

（２）所管する主な業務 

・ 事務局の庶務業務 

・ 予算及び決算に関する業務 

・ 議会対応に関する業務 

・ 各種選挙の管理・執行業務 

・ 選挙啓発に関する業務 

・ 選挙人名簿調製業務 

・ 在外選挙人名簿調製業務 

・ 裁判員候補者予定者選定業務 

・ 検察審査員候補者予定者選定業務 

・ 直接請求に関する業務 

・ 日本国憲法の改正手続に関する法律（国民投票法）に関する業務 

・ 選挙争訟に関する業務 

・ 選挙に関する記録、統計業務 

・ 総合支局、支局への選挙事務指導業務 

・ その他選挙に関係ある業務 



（公平委員会） 

 

８８ 

公 平 委 員 会 

 

１．設置 

  地方公務員法第７条第２項の規定に基づき、下関市公平委員会設置条例により設置 

 

２．委員会の構成 

 （１）委員 

定数 ３人（委員長は、委員の互選による。） 

   任期 ４年 

 （２）職員 

 事務職員 ３人（総務部総務課職員が併任） 

 

３．委員会の会議 

  定例会 毎月１回（必要により臨時会を開催） 

 

４．業務の概要 

  １）職員の勤務条件に関する措置要求の審査、判定等を行うこと。 

  ２）職員に対する不利益処分についての審査請求に対する裁決等を行うこと。 

  ３）職員の苦情を処理すること。 

  ４）管理職員等の範囲を定めること。 

  ５）職員団体の登録に関すること。  



（固定資産評価審査委員会） 

８９ 

固定資産評価審査委員会 

 

１．固定資産評価審査委員会の概要 

  地方税法第４３２条第１項の規定に基づき申出を受けた固定資産課税台帳に登録された価格に

関する不服を、同法第４３３条第１項の規定に基づき審査決定する。 

    

２．委員及び合議体 

 委員の定数は９人、任期は３年である。 

 委員３人で合議体を構成し、審査の申出を取り扱う。 

 

３．審査申出件数の推移 

 

年 度   申出件数 

平成２９年度 

土  地  

家  屋  

償却資産  

計 0 

平成３０年度  

（評価替え年度） 

土  地 3 

家  屋 3 

償却資産  

計 6 

令和元年度 

土  地 1 

家  屋  

償却資産  

計 1 

令和２年度 

土  地  

家  屋  

償却資産  

計 0 

令和３年度 

（評価替え年度） 

土  地 3 

家  屋  

償却資産  

計 3 

 



９０ 
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